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礼
記
注
疏
訳
注
稿
（
十
一
）
―
曾
子
問
第
七
（
五
）
―

末
永

高
康

凡
例

一

本
稿
は
阮
刻
十
三
経
注
疏
の
礼
記
曾
子
問
第
七
（
曾
子
問
曰
昏
禮
既
納
幣

節
よ
り
孔
子
曰
男
不
入
節
ま
で
）
に
対
す
る
訳
注
稿
で
あ
る
。
た
だ
し
、

音
義
お
よ
び
校
勘
記
は
省
略
し
て
あ
る
。

二

底
本
は
嘉
慶
二
十
年
江
西
南
昌
府
学
開
雕
の
い
わ
ゆ
る
「
阮
刻
十
三
経
注

疏
本
」
を
用
い
た
が
、
八
行
本
（
『
影
印
南
宋
越
刊
八
行
本
礼
記
正
義
』

北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
に
よ
る
）
等
に
よ
り
底
本
を
一
部
改
め

た
部
分
が
あ
る
。

三

各
部
分
の
冒
頭
に
底
本
に
お
け
る
葉
数
・
表
裏
・
行
数
を
示
し
た
。
疏
に

つ
い
て
は
適
宜
分
割
し
て
経
、
注
の
後
ろ
に
割
り
当
て
て
あ
る
。

四

十
三
経
注
疏
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
「
阮
刻
十
三
経
注
疏
本
」
の
巻

葉
数
を1-2a3

（
一
巻
二
葉
表
三
行
）
、4-5b6

（
四
巻
五
葉
裏
六
行
）
等
の

形
で
記
し
て
お
い
た
。
た
だ
し
、
巻
数
、
行
数
は
省
略
し
た
部
分
が
あ
る
。

【
経
】
（
十
四
葉
裏
八
行
）

○
曾
子
問
曰
、
昏
禮
既
納
幣
有
吉
日
、
女
之
父
母
死
、
則
如
之
何
。

［
書
き
下
し
文
］

○
曾
子
問
ひ
て
曰
く
、
昏
礼
既
に
納
幣
①
し
て
吉
日
有
る
に
、
女
（
む
す
め
）

の
父
母
死
す
れ
ば
、
則
ち
之
を
如
何
せ
ん
、
と
。

①
「
納
幣
」
は
『
儀
礼
』
士
昏
礼4-7b

に
見
え
る
「
納
徴
」
の
こ
と
。

結
納
の
儀
。
『
礼
記
』
で
は
昏
義61-4b

に
一
か
所
「
納
徴
」
の
語
が
見

え
る
の
を
除
い
て
は
、
「
納
幣
」
の
語
を
用
い
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
曾
子
が
質
問
し
て
言
っ
た
、
婚
礼
で
す
で
に
納
幣
を
終
え
て
（
嫁
入
り
の
）

吉
日
を
定
め
た
後
に
、
新
婦
側
の
父
母
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に

い
た
し
ま
す
か
。

【
注
】
（
十
四
葉
裏
九
行
）

吉
日
、
取
女
之
吉
日
。

［
書
き
下
し
文
］

吉
日
は
、
女
を
取
（
＝
娶
）
る
の
吉
日
な
り
。
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［
現
代
語
訳
］

「
吉
日
」
は
、
新
婦
を
娶
る
吉
日
の
こ
と
。

【
疏
】
（
十
五
葉
表
八
行
）

○
正
義
曰
、
此
一
節
論
昏
娶
遭
喪
之
事
。
各
隨
文
解
之
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
此
の
一
節
、
昏
娶
に
喪
に
遭
ふ
の
事
を
論
ず
。
各
お
の
文
に

随
ひ
て
之
を
解
す
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
こ
の
一
節
は
、
婚
礼
の
過
程
で
喪
に
遭
っ
た
場
合
の
事
を
論

じ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
文
に
従
っ
て
解
釈
し
て
い
く
。

【
経
】
（
十
四
葉
裏
九
行
）

孔
子
曰
、
壻
使
人
弔
。
如
壻
之
父
母
死
、
則
女
之
家
亦
使
人
弔
。

［
書
き
下
し
文
］

孔
子
曰
く
、
壻
、
人
を
し
て
弔
は
し
む
。
如
し
壻
の
父
母
死
す
れ
ば
、
則
ち
女

の
家
も
亦
た
人
を
し
て
弔
は
し
む
。

［
現
代
語
訳
］

孔
子
は
言
わ
れ
た
、
新
郎
は
人
を
遣
わ
せ
て
弔
問
さ
せ
る
。
も
し
新
郎
の
父
母

が
（
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
）
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
新
婦
の
家
も
ま
た
人

を
遣
わ
せ
て
弔
問
さ
せ
る
の
だ
。

【
注
】
（
十
五
葉
表
一
行
）

必
使
人
弔
者
、
未
成
兄
弟
。

［
書
き
下
し
文
］

必
ず
人
を
し
て
弔
は
し
む
る
は
、
未
だ
兄
弟
と
成
ら
ざ
れ
ば
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

必
ず
人
を
遣
わ
し
て
弔
問
さ
せ
る
の
は
、
ま
だ
兄
弟
（
＝
夫
婦
）
と
成
っ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
五
葉
表
九
行
）

○
正
義
曰
、
以
夫
婦
有
兄
弟
之
義
、
故
下
云
不
得
嗣
爲
兄
弟
。
或
據
壻
於
妻
之

父
母
有
緦
服
、
故
得
謂
之
爲
兄
弟
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
夫
婦
に
兄
弟
の
義
有
る
①
を
以
て
、
故
に
下
に
「
嗣
ぎ
て
兄

弟
と
為
る
を
得
ず
」
と
云
ふ
。
或
は
壻
、
妻
の
父
母
に
於
て
緦
服
有
り
②
、
故

に
得
て
之
を
兄
弟
と
為
る
と
謂
ふ
な
り
。

①
『
周
礼
』
地
官
・
大
師
徒10-20b

「
聯
兄
弟
」
注21a2

に
も
「
兄
弟
、

昏
姻
嫁
娶
也
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
疏21a9

で
は
『
爾
雅
』
釈
親
（
婚
姻
）4-19a

「
母
與
妻
之
黨
爲
兄
弟
。
…
婦
之
黨
爲
婚
兄
弟
、
壻
之
黨
爲
姻
兄
弟
」

を
引
く
。
こ
の
釈
親
の
注19a9

も
「
古
者
皆
謂
婚
姻
爲
兄
弟
」
と
言
い
、

『
春
秋
公
羊
伝
』
僖
公
二
十
五
年12-4a

「
其
言
來
逆
婦
何
。
兄
弟
辭
也
」

注4b6

で
は
「
宋
魯
之
間
、
名
結
婚
姻
爲
兄
弟
」
と
こ
れ
を
方
言
す
る
。

②
『
儀
礼
』
喪
服
（
緦
麻
三
月
章
）33-9b

「
妻
之
父
母
。
傳
曰
、
何
以

緦
。
從
服
也
。
」

［
現
代
語
訳
］
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○
正
義
に
曰
く
、
夫
婦
に
は
兄
弟
（
＝
兄
妹
）
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、

だ
か
ら
下
文
（15a5

）
で
も
「
嗣
ぎ
て
兄
弟
と
為
る
を
得
ず
」
と
言
っ
て
い
る

の
だ
。
あ
る
い
は
壻
が
妻
の
父
母
に
対
し
て
緦
服
に
服
す
る
の
で
、
（
同
じ
父

母
に
対
し
て
喪
に
服
す
る
こ
と
か
ら
）
兄
弟
で
あ
る
と
言
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
。

【
経
】
（
十
五
葉
表
一
行
）

父
喪
稱
父
、
母
喪
稱
母
。

［
書
き
下
し
文
］

父
の
喪
に
は
父
を
称
し
、
母
の
喪
に
は
母
を
称
す
。

［
現
代
語
訳
］

（
相
手
側
の
）
父
の
喪
に
は
（
当
方
の
）
父
（
か
ら
の
使
い
）
と
称
し
、
（
相

手
側
の
）
母
の
喪
に
は
（
当
方
の
）
母
（
か
ら
の
使
い
）
と
称
す
る
。

【
注
】
（
十
五
葉
表
一
行
）

禮
宜
各
以
其
敵
者
也
。
父
使
人
弔
之
辭
云
、
某
子
聞
某
之
喪
、
某
子
使
某
、
如

何
不
淑
。
母
則
若
云
宋
蕩
伯
姫
、
聞
姜
氏
之
喪
、
伯
姫
使
某
、
如
何
不
淑
。
凡

弔
辭
一
耳
。

［
書
き
下
し
文
］

礼
は
宜
し
く
各
お
の
其
の
敵
す
る
者
を
以
て
す
べ
き
な
り
。
父
、
人
を
し
て
弔

は
し
む
る
の
辞
に
云
ふ
、
「
某
子
、
某
の
喪
を
聞
き
、
某
子
、
某
を
使
ひ
せ
し

む
、
如
何
ぞ
淑
（
よ
）
か
ら
ざ
る
」
①
と
。
母
は
則
ち
宋
の
蕩
伯
姫
、
姜
氏
の

喪
を
聞
き
、
「
伯
姫
某
に
使
ひ
せ
し
む
、
如
何
ぞ
淑
か
ら
ざ
る
」
と
云
ふ
が
若

し
。
凡
そ
弔
辞
は
一
な
る
の
み
。

①
隣
国
の
諸
侯
の
死
を
弔
問
す
る
使
者
の
言
葉
が
『
礼
記
』
雑
記
上
篇

41-15b

に
「
寡
君
聞
君
之
喪
、
寡
君
使
某
、
如
何
不
淑
」
と
あ
り
、
こ

れ
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
篇
の
注15a9

「
淑
、
善
也
。
如
何

不
善
、
言
君
痛
之
甚
、
使
某
弔
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

礼
は
そ
れ
ぞ
れ
対
等
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
父
が
、

人
を
遣
わ
せ
て
弔
問
す
る
言
葉
で
は
、
「
（
新
郎
・
新
婦
の
父
で
あ
る
）
な
に

が
し
が
、
な
に
が
し
の
喪
を
聞
き
、
な
に
が
し
が
、
（
わ
た
く
し
）
な
に
が
し

を
使
い
と
し
て
遣
わ
せ
ま
し
た
。
ど
う
し
て
（
こ
の
よ
う
な
）
御
不
幸
に
見
舞

わ
れ
て
し
ま
わ
れ
た
の
か
（
お
悔
み
申
し
上
げ
ま
す
）
」
と
言
う
。
母
の
場
合

は
（
た
と
え
ば
）
宋
の
蕩
伯
姫
が
（
息
子
の
た
め
に
魯
公
の
子
女
を
娶
る
に
際

し
て
）
、
（
そ
の
子
女
の
母
で
あ
る
）
姜
氏
の
喪
を
聞
い
た
な
ら
ば
、
（
そ
の
弔

問
の
言
葉
に
）
「
伯
姫
が
（
わ
た
く
し
）
な
に
が
し
を
使
い
と
し
て
遣
わ
せ
ま

し
た
。
ど
う
し
て
（
こ
の
よ
う
な
）
御
不
幸
に
見
舞
わ
れ
て
し
ま
わ
れ
た
の
か
」

と
言
う
こ
と
に
な
る
よ
う
な
も
の
だ
。
（
新
郎
側
、
新
婦
側
の
不
幸
を
問
わ
ず

に
）
す
べ
て
弔
辞
は
同
一
で
あ
る
。

【
疏
】
（
十
五
葉
表
十
行
）

○
父
喪
稱
父
、
母
喪
稱
母
、
禮
各
宜
以
敵
。
若
彼
家
父
死
、
則
此
家
遣
使
弔
、

當
稱
此
家
父
遣
使
弔
也
。
若
彼
家
母
死
、
則
此
家
亦
稱
母
遣
使
弔
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
父
の
喪
に
は
父
を
称
し
、
母
の
喪
に
は
母
を
称
す
る
は
、
礼
は
各
お
の
宜
し

く
敵
を
以
て
す
べ
し
。
若
し
彼
の
家
の
父
死
す
れ
ば
、
則
ち
此
の
家
使
を
し
て
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弔
は
し
む
る
に
、
当
に
此
の
家
の
父
使
を
し
て
弔
は
し
む
と
称
す
べ
き
な
り
。

若
し
彼
の
家
の
母
死
す
れ
ば
、
則
ち
此
の
家
も
亦
た
母
使
を
し
て
弔
は
し
む
と

称
す
る
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

○
（
相
手
側
の
）
父
の
喪
に
は
（
当
方
の
）
父
（
か
ら
の
使
い
）
と
称
し
、（
相

手
側
の
）
母
の
喪
に
は
（
当
方
の
）
母
（
か
ら
の
使
い
）
と
称
す
る
の
は
、
礼

は
そ
れ
ぞ
れ
対
等
の
も
の
に
よ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
相
手
の
家
の
父

が
亡
く
な
れ
ば
、
当
方
の
家
が
使
者
を
遣
わ
し
て
弔
問
さ
せ
る
の
に
、
当
方
の

家
の
父
が
使
者
を
遣
わ
せ
て
弔
問
さ
せ
た
と
称
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し

相
手
の
家
の
母
が
亡
く
な
れ
ば
、
当
方
の
家
は
ま
た
母
が
使
者
を
遣
わ
せ
て
弔

問
さ
せ
た
と
称
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
五
葉
裏
一
行
）

○
正
義
曰
、
某
子
謂
此
父
姓
位
。
某
之
喪
者
、
謂
若
彼
家
死
者
之
身
。
某
子
使

某
、
如
何
不
淑
者
、
某
子
還
指
此
父
姓
位
。
使
某
、
某
是
使
者
之
名
。
淑
、
善

也
。
致
辭
云
、
如
何
不
善
。
云
母
則
若
云
宋
蕩
伯
姫
、
聞
姜
氏
之
喪
者
、
鄭
假

説
爲
文
、
故
云
若
。
宋
蕩
伯
姫
、
據
此
壻
家
之
母
、
姜
氏
之
喪
、
據
彼
女
家
之

母
。
伯
姫
使
某
、
如
何
不
淑
者
、
某
謂
使
者
之
名
。
按
僖
二
十
五
年
經
云
、
宋

蕩
伯
姫
來
逆
婦
、
是
宋
國
公
子
蕩
之
妻
、
元
是
魯
女
、
既
嫁
與
蕩
氏
爲
妻
、
故

云
宋
蕩
伯
姫
也
。
今
爲
其
子
來
、
迎
魯
公
之
女
而
爲
婦
。
魯
之
夫
人
多
是
齊
女
、

故
稱
姜
氏
。
姜
氏
若
薨
①
、
伯
姫
遣
使
來
弔
、
則
云
聞
姜
氏
之
喪
。
云
凡
弔
辭

一
耳
者
、
謂
男
弔
女
家
、
女
弔
男
家
、
皆
云
使
某
如
何
不
淑
、
是
弔
辭
一
也
。

①
底
本
は
「
薨
」
を
「
蕩
」
に
誤
る
。
八
行
本
に
従
い
改
め
る
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
某
子
」
は
此
の
父
の
姓
位
を
謂
ふ
①
。
「
某
の
喪
」
と
は
、

彼
の
家
の
死
者
の
身
の
若
き
を
謂
ふ
。
「
某
子
、
某
を
使
ひ
せ
し
む
、
如
何
ぞ

淑
か
ら
ざ
る
」
と
は
、
「
某
子
」
は
還
（
ま
）
た
此
の
父
の
姓
位
を
指
す
。
「
某

を
使
ひ
せ
し
む
」
は
、
「
某
」
は
是
れ
使
者
の
名
。
「
淑
」
は
、
善
な
り
。
辞

を
致
し
て
、
「
如
何
ぞ
善
か
ら
ざ
る
」
と
云
ふ
。
「
母
は
則
ち
宋
の
蕩
伯
姫
、

姜
氏
の
喪
を
聞
く
と
云
ふ
が
若
し
」
と
云
ふ
は
、
鄭
仮
に
説
き
て
文
を
為
す
、

故
に
「
若
し
」
と
云
ふ
。
宋
の
蕩
伯
姫
は
、
此
の
壻
家
の
母
に
拠
り
、
姜
氏
の

喪
は
、
彼
の
女
家
の
母
に
拠
る
。
「
伯
姫
某
に
使
ひ
せ
し
む
、
如
何
ぞ
淑
か
ら

ざ
る
」
と
は
、
「
某
」
は
使
者
の
名
を
謂
ふ
。
按
ず
る
に
僖
二
十
五
年
経
に
云

ふ
、
「
宋
の
蕩
伯
姫
来
り
て
婦
を
逆
（
む
か
）
ふ
」
と
、
是
れ
宋
国
公
子
蕩
の

妻
、
元
と
是
れ
魯
の
女
、
既
に
嫁
し
て
蕩
氏
と
妻
た
り
、
故
に
「
宋
の
蕩
伯
姫
」

と
云
ふ
。
今
、
其
の
子
の
為
に
来
た
り
て
、
魯
公
の
女
を
迎
へ
て
婦
た
ら
し
む

②
。
魯
の
夫
人
は
多
く
是
れ
斉
の
女
、
故
に
姜
氏
と
称
す
。
姜
氏
若
し
薨
じ
、

伯
姫
使
を
し
て
来
り
弔
は
し
む
れ
ば
、
則
ち
「
姜
氏
の
喪
を
聞
く
」
と
云
ふ
。

「
凡
そ
弔
辞
は
一
な
る
の
み
」
と
云
ふ
は
、
男
、
女
家
を
弔
ひ
、
女
、
男
家
を

弔
ふ
に
、
皆
な
「
某
に
使
ひ
せ
し
む
、
如
何
ぞ
淑
か
ら
ざ
る
」
と
云
ふ
を
謂
ふ
、

是
れ
弔
辞
は
一
な
り
。

①
『
儀
礼
』
士
相
見
礼7-1b

の
面
会
時
の
口
上
で
は
面
会
の
紹
介
者
が

「
某
子
」
と
記
さ
れ
、
そ
の
注

1b8

で
は
「
某
子
、
今
所
因
縁
之
姓
名

也
」
と
そ
こ
に
紹
介
者
の
姓
名
が
入
る
と
さ
れ
て
い
る
。
他
、
『
儀
礼
』

の
口
上
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
「
某
子
」
の
語
が
見
え
る
。

②
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
二
十
五
年
経

16-1a

「
宋
蕩
伯
姫
來
逆
婦
。
」
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注1a8

「
無
傳
。
伯
姫
魯
女
、
爲
宋
大
夫
蕩
氏
妻
也
。
自
爲
其
子
來
逆
。

稱
婦
、
姑
存
之
辭
。
」
お
よ
び
同
年
『
公
羊
伝
』12-4a

「
宋
蕩
伯
姫
者
何
。

蕩
氏
之
母
也
。
（
注4a10

：
蕩
氏
、
宋
世
大
夫
。
）
其
言
來
逆
婦
何
。
兄

弟
辭
也
。
其
稱
婦
何
。
有
姑
之
辭
也
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
某
子
」
は
当
方
の
父
の
姓
と
位
と
を
言
う
。
「
某
の
喪
」

と
は
、
相
手
方
の
家
の
死
者
の
身
に
つ
い
て
言
う
。
「
某
子
、
某
を
使
ひ
せ
し

む
、
如
何
ぞ
淑
か
ら
ざ
る
」
と
は
、
「
某
子
」
は
ま
た
当
方
の
父
の
姓
と
位
を

指
し
て
言
う
。
「
某
を
使
ひ
せ
し
む
」
の
「
某
」
は
使
者
の
名
で
あ
る
。
「
淑
」

は
、
「
善
」
の
意
味
。
（
使
者
が
哀
悼
の
）
言
葉
を
伝
え
て
、
「
ど
う
し
て
（
こ

の
よ
う
な
）
よ
く
な
い
こ
と
（
＝
不
幸
）
に
見
舞
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
か
」
と

言
う
の
で
あ
る
。
「
母
は
則
ち
宋
の
蕩
伯
姫
、
姜
氏
の
喪
を
聞
く
と
云
ふ
が
若

し
」
と
言
う
の
は
、
鄭
玄
が
仮
の
話
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
若

し
」
と
言
う
。
「
宋
の
蕩
伯
姫
」
は
、
当
方
の
新
郎
側
の
母
に
当
た
り
、
「
姜

氏
の
喪
」
は
、
相
手
方
の
新
婦
側
の
母
に
当
た
る
。「
伯
姫
某
に
使
ひ
せ
し
む
、

如
何
ぞ
淑
か
ら
ざ
る
」
と
は
、
「
某
」
は
使
者
の
名
を
言
う
。
思
う
に
僖
公
二

十
五
年
の
『
春
秋
』
経
に
「
宋
の
蕩
伯
姫
来
り
て
婦
を
逆
（
む
か
）
ふ
」
と
あ

る
が
、
こ
れ
は
宋
国
の
公
子
で
あ
る
蕩
の
妻
が
、
も
と
は
魯
の
子
女
で
、
嫁
い

で
蕩
氏
の
妻
と
な
っ
た
の
で
、
「
宋
の
蕩
伯
姫
」
と
言
っ
た
も
の
だ
。
今
、
（
伯

姫
は
）
自
分
の
子
の
為
に
（
魯
に
）
や
っ
て
き
て
、
魯
公
の
子
女
を
迎
へ
て
婦

人
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
魯
の
夫
人
は
多
く
斉
の
子
女
で
あ
る
か
ら
、
（
そ

の
母
が
）
「
姜
氏
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。
も
し
（
魯
公
の
子
女
の
母
た
る
）
姜

氏
が
亡
く
な
り
、
（
そ
の
子
女
を
息
子
の
為
に
娶
ろ
う
と
し
て
い
た
）
伯
姫
が

使
者
を
遣
わ
せ
て
弔
問
さ
せ
た
な
ら
ば
、
「
姜
氏
の
喪
を
聞
く
」
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
だ
。
「
凡
そ
弔
辞
は
一
な
る
の
み
」
と
言
う
の
は
、
新
郎
側
が
新
婦

側
を
弔
問
す
る
場
合
も
、
新
婦
側
が
新
郎
側
を
弔
問
す
る
場
合
も
、
い
ず
れ
も

「
某
に
使
ひ
せ
し
む
、
如
何
ぞ
淑
か
ら
ざ
る
」
と
弔
辞
を
述
べ
る
こ
と
を
言
っ

た
も
の
だ
。
こ
れ
が
弔
辞
が
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

【
経
】
（
十
五
葉
表
三
行
）

父
母
不
在
、
則
稱
伯
父
世
母
。

［
書
き
下
し
文
］

父
母
在
（
い
ま
）
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
伯
父
・
世
母
①
を
称
す
。

①
「
伯
父
・
世
母
」
に
つ
い
て
は
『
爾
雅
』
釈
親
（
宗
族
）4-14b

「
父

之
晜
弟
、
先
生
爲
世
父
、
後
生
爲
叔
父
。
…

15b

父
之
兄
妻
爲
世
母
、

父
之
弟
妻
爲
叔
母
」
参
照
。
「
伯
父
母
」
を
「
世
父
母
」
と
称
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
『
儀
礼
』
喪
服
（
斉
衰
不
杖
期
）30-8b

「
世
父
母
、
叔

父
母
」
の
疏8b7

に
「
伯
言
世
者
、
欲
見
繼
世
」
と
あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

父
母
が
不
在
の
時
に
は
、
伯
父
（
お
じ
）
・
世
母
（
お
ば
）
を
称
（
し
て
弔
問
）

す
る
。

【
注
】
（
十
五
葉
表
三
行
）

弔
禮
不
可
廢
也
。
伯
父
母
又
不
在
、
則
稱
叔
父
母
。

［
書
き
下
し
文
］

弔
礼
は
廃
す
べ
か
ら
ず
。
伯
父
母
又
た
在
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
叔
父
母
を
称
す
。

礼記注疏訳注稿（十一）―曾子問第七（五）―（末永）



50

［
現
代
語
訳
］

弔
問
の
礼
は
廃
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
も
し
）
伯
父
母
も
ま
た
不

在
で
あ
れ
ば
、
「
叔
父
母
」
を
称
（
し
て
弔
問
）
す
る
。

【
疏
】
（
十
五
葉
裏
六
行
）

○

父
母
不
在
、
則
稱
伯
父
世
母
、
此
家
父
不
在
、
彼
家
父
亡
、
則
稱
伯
父
某

子
使
某
。
伯
父
某
亦
不
在
、
則
稱
叔
父
某
子
使
某
。
若
此
家
母
不
在
、
彼
家
母

亡
、
則
稱
伯
母
某
氏
、
叔
母
某
氏
使
某
。
直
云
父
母
不
在
、
不
云
没
亡
、
則
兼

没
亡
及
餘
不
在
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○

「
父
母
在
（
い
ま
）
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
伯
父
・
世
母
を
称
す
」
は
、
此
の
家

の
父
在
さ
ず
、
彼
の
家
の
父
亡
す
れ
ば
、
則
ち
伯
父
某
子
、
某
を
使
ひ
せ
し
む

と
称
す
。
伯
父
某
も
亦
た
在
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
叔
父
某
子
、
某
を
使
ひ
せ
し
む

と
称
す
。
若
し
此
の
家
の
母
在
さ
ず
、
彼
の
家
の
母
亡
す
れ
ば
、
則
ち
伯
母
某

氏
、
叔
母
某
氏
、
某
を
使
ひ
せ
し
む
と
称
す
。
直
だ
「
父
母
在
ま
さ
ざ
れ
ば
」

と
云
ひ
、
「
没
亡
す
」
と
云
は
ざ
る
は
、
則
ち
没
亡
及
び
余
の
在
さ
ざ
る
を
兼

ぬ
れ
ば
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

○

「
父
母
在
さ
ざ
れ
ば
、
則
ち
伯
父
・
世
母
を
称
す
」
と
は
、
当
方
の
家
の
父

が
不
在
の
時
に
、
相
手
側
の
家
の
父
が
亡
く
な
れ
ば
、（
弔
問
の
辞
に
お
い
て
）

「
伯
父
の
な
に
が
し
が
、
な
に
が
し
を
使
者
と
い
た
し
ま
し
た
」
と
称
す
る
の

で
あ
る
。
も
し
伯
父
の
な
に
が
し
も
ま
た
不
在
で
あ
れ
ば
、
「
叔
父
の
な
に
が

し
が
、
な
に
が
し
を
使
者
と
い
た
し
ま
し
た
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
当

方
の
家
の
母
が
不
在
の
時
に
、
相
手
側
の
家
の
母
が
亡
く
な
れ
ば
、
「
伯
母
の

な
に
が
し
が
、
（
も
し
く
は
）
叔
母
の
な
に
が
し
が
、
な
に
が
し
を
使
者
と
い

た
し
ま
し
た
」
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
（
こ
こ
で
）
た
だ
「
父
母
在
ま
さ
ざ
れ

ば
」
と
言
っ
て
、
「
没
亡
す
（
亡
く
な
る
）
」
と
言
わ
な
い
の
は
、
死
亡
と
そ

れ
以
外
の
不
在
と
を
兼
ね
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

【
経
】
（
十
五
葉
表
四
行
）

壻
已
葬
、
壻
之
伯
父
、
致
命
女
氏
曰
、
某
之
子
有
父
母
之
喪
、
不
得
嗣
爲
兄
弟
、

使
某
致
命
。
女
氏
許
諾
、
而
弗
敢
嫁
、
禮
也
。

［
書
き
下
し
文
］

壻
已
に
葬
れ
ば
、
壻
の
伯
父
、
命
を
女
氏
に
致
し
て
曰
く
、
「
某
①
の
子
、
父

母
の
喪
有
り
て
、
嗣
ぎ
て
兄
弟
と
為
る
を
得
ず
、
某
を
し
て
命
を
致
さ
し
む
」

と
。
女
氏
許
諾
し
て
、
敢
て
嫁
せ
ざ
る
は
②
、
礼
な
り
。

①
陳
澔
『
礼
記
集
説
』
は
「
伯
父
之
名
」
と
す
る
が
、
父
の
名
が
入
る

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

②
孫
希
旦
『
礼
記
集
解
』
は
「
不
敢
遽
嫁
女
與
之
」
と
解
す
る
が
、
陳

澔
が
「
不
敢
以
女
嫁
于
他
人
」
と
解
す
る
の
に
従
っ
て
お
く
。

［
現
代
語
訳
］

新
郎
が
す
で
に
（
父
母
を
）
葬
っ
て
か
ら
、
新
郎
の
伯
父
が
、
新
婦
側
に
言
い

付
け
を
伝
え
て
、
「
な
に
が
し
の
子
は
、
父
母
へ
の
喪
に
服
さ
な
い
と
い
け
な

い
の
で
、
（
父
母
を
）
嗣
い
で
（
次
代
を
担
う
）
兄
弟
（
＝
夫
婦
）
と
な
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
、
と
（
使
者
で
あ
る
）
な
に
が
し
に
言
い
付
け
を
伝
え
さ
せ

ま
し
た
」
と
言
う
。
新
婦
側
は
こ
れ
を
聞
き
入
れ
る
が
、
（
他
家
に
）
嫁
入
り
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し
た
り
し
な
い
の
が
、
礼
で
あ
る
。

【
注
】
（
十
五
葉
表
六
行
）

必
致
命
者
、
不
敢
以
累
年
之
喪
、
使
人
失
嘉
會
之
時
。

［
書
き
下
し
文
］

必
ず
命
を
致
す
は
、
敢
て
累
年
の
喪
を
以
て
、
人
を
し
て
嘉
会
①
の
時
を
失
は

ざ
ら
し
む
る
な
り
。

①
「
嘉
会
」
の
語
は
『
易
』
乾
・
文
言1-10a

に
見
え
る
。

［
現
代
語
訳
］

必
ず
（
相
手
側
に
）
言
い
付
け
を
伝
え
る
の
は
、
累
年
の
喪
に
よ
っ
て
、
相
手

に
よ
き
出
会
い
の
時
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
こ
と
が
無
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ

る
。

【
疏
】
（
十
五
葉
裏
八
行
）

○
必
待
已
葬
者
、
葬
後
、
哀
情
稍
殺
、
始
兼
他
事
。
不
待
踰
年
者
、
不
可
曠
年

廢
人
昏
嫁
也
。
不
得
嗣
爲
兄
弟
者
、
夫
婦
有
兄
弟
之
義
、
或
據
壻
爲
妻
父
母
有

緦
麻
之
服
、
故
謂
之
兄
弟
。

［
書
き
下
し
文
］

○
必
ず
已
に
葬
る
を
待
つ
は
、
葬
り
て
後
、
哀
情
稍
や
殺
（
そ
）
ぎ
、
始
め
て

他
事
を
兼
ぬ
。
年
を
踰
ゆ
る
を
待
た
ざ
る
は
、
曠
年
①
人
の
昏
嫁
を
廃
す
べ
か

ら
ざ
れ
ば
な
り
。
「
嗣
ぎ
て
兄
弟
と
為
る
を
得
ず
」
と
は
②
、
夫
婦
に
兄
弟
の

義
有
り
、
或
は
壻
、
妻
の
父
母
の
為
に
緦
麻
の
服
有
る
に
拠
る
、
故
に
之
を
兄

弟
と
謂
ふ
。

①
「
曠
年
」
の
語
は
『
春
秋
公
羊
伝
』
閔
公
二
年9-18a

、
文
公
九
年13-16a

な
ど
に
見
え
る
。

②
以
下
は
同
じ
議
論
が
上
文15a9

～10

に
見
え
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
必
ず
す
で
に
葬
る
の
を
待
つ
の
は
、
葬
っ
て
後
に
、
（
親
を
失
っ
た
）
哀
し

み
の
情
が
や
や
和
ら
ぎ
、
初
め
て
（
喪
葬
以
外
の
）
他
事
を
兼
ね
行
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
。
年
を
越
え
（
て
小
祥
す
な
わ
ち
期
の
喪
を
終
え
）

る
の
を
待
た
な
い
の
は
、
長
期
に
わ
た
っ
て
相
手
の
婚
姻
を
さ
ま
た
げ
て
は
な

ら
な
い
か
ら
だ
。「
嗣
ぎ
て
兄
弟
と
為
る
を
得
ず
」
と
は
、
夫
婦
に
は
兄
弟
（
＝

兄
妹
）
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
壻
が
妻
の
父
母
に
対
し
て
緦
麻
に

服
す
る
の
で
、
（
こ
こ
で
は
）
夫
婦
の
こ
と
を
兄
弟
と
言
う
の
だ
。

【
経
】
（
十
五
葉
表
六
行
）

壻
免
喪
、
女
之
父
母
、
使
人
請
、
壻
弗
取
而
后
嫁
之
、
禮
也
。

［
書
き
下
し
文
］

壻
喪
を
免
か
れ
、
女
の
父
母
、
人
を
し
て
請
は
し
む
、
壻
取
（
め
と
）
ら
ず
し

て
而
る
后
に
之
を
嫁
す
る
は
①
、
礼
な
り
。

①
孫
希
旦
は
新
郎
が
親
迎
し
な
く
と
も
、
新
婦
が
自
ら
新
郎
の
も
と
に

向
か
っ
て
嫁
入
り
す
る
と
解
し
て
、
『
儀
礼
』
士
昏
礼
（
記
）6-13b

～

の
「
若
不
親
迎
」
の
礼
を
こ
の
場
合
に
当
て
る
が
、
陳
澔
が
「
嫁
于
他

族
」
と
解
す
る
の
に
従
っ
て
お
く
。
疏
も
こ
の
方
向
で
解
し
て
い
る
こ

と
は
下
文
の
「
女
之
父
母
死
、
壻
亦
如
之
」
に
対
し
て
「
女
家
不
許
壻
、

而
後
別
娶
」
（16a2

）
と
解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
。
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［
現
代
語
訳
］

新
郎
の
喪
が
除
か
れ
て
、
新
婦
の
父
母
が
、
使
者
を
遣
わ
せ
て
（
中
断
し
て
い

た
婚
礼
の
遂
行
を
新
郎
側
に
）
求
め
て
、
（
そ
れ
で
も
）
新
郎
が
娶
ら
な
か
っ

た
場
合
に
、
そ
の
後
に
（
他
家
に
）
嫁
が
せ
る
の
が
、
礼
で
あ
る
。

【
注
】
（
十
五
葉
表
八
行
）

請
、
請
成
昏
。

［
書
き
下
し
文
］

請
は
、
昏
を
成
さ
ん
こ
と
を
請
ふ
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

「
請
」
は
、
婚
礼
を
遂
行
す
る
こ
と
を
請
う
の
で
あ
る
。

【
疏
】
（
十
五
葉
裏
十
行
）

○
胥
免
喪
、
女
之
父
母
使
人
請
、
壻
免
喪
之
後
、
則
應
迎
婦
。
必
須
女
之
父
母

請
者
、
以
壻
家
既
葬
、
致
命
於
己
。
壻
既
免
喪
、
所
以
須
請
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
「
壻
喪
を
免
か
れ
、
女
の
父
母
、
人
を
し
て
請
は
し
む
」
は
、
壻
喪
を
免
か

る
る
の
後
、
則
ち
応
に
婦
を
迎
ふ
べ
し
。
必
ず
女
の
父
母
の
請
ふ
を
須
（
ま
）

つ
は
、
以
（
お
も
）
へ
ら
く
壻
家
既
に
葬
り
、
命
を
己
に
致
す
。
壻
既
に
喪
を

免
か
る
る
も
、
請
ふ
を
須
つ
所
以
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

○
「
壻
喪
を
免
か
れ
、
女
の
父
母
、
人
を
し
て
請
は
し
む
」
に
つ
い
て
、
新
郎

は
喪
が
除
か
れ
て
後
に
、
新
婦
を
（
自
ら
）
迎
え
に
い
く
べ
き
で
あ
る
の
だ
が
、

（
こ
こ
で
）
必
ず
新
婦
の
父
母
か
ら
（
婚
礼
の
執
行
を
）
請
う
の
を
待
つ
の
は
、

思
う
に
新
郎
側
が
（
親
を
）
す
で
に
葬
っ
た
時
に
、
（
も
は
や
婚
礼
を
行
え
な

い
と
の
）
言
い
付
け
を
新
婦
側
に
伝
え
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
婚

礼
の
執
行
を
さ
ま
た
げ
て
い
た
）
新
郎
の
喪
が
除
か
れ
て
も
、
（
新
婦
側
か
ら

の
）
求
め
を
待
つ
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。

【
経
】
（
十
五
葉
表
八
行
）

女
之
父
母
死
、
壻
亦
如
之
。

［
書
き
下
し
文
］

女
の
父
母
死
す
れ
ば
、
壻
も
亦
た
之
の
如
く
す
。

［
現
代
語
訳
］

新
婦
の
父
母
が
亡
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
新
郎
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
す

る
。

【
注
】
（
十
五
葉
表
八
行
）

女
免
喪
、
壻
之
父
母
、
亦
使
人
請
。
其
已
葬
時
亦
致
命
。

［
書
き
下
し
文
］

女
喪
を
免
か
る
れ
ば
、
壻
の
父
母
、
亦
た
人
を
し
て
請
は
し
む
。
其
の
已
に
葬

る
時
も
亦
た
命
を
致
す
。

［
現
代
語
訳
］

新
婦
の
喪
が
除
か
れ
れ
ば
、
新
郎
の
父
母
も
、
使
者
を
遣
わ
せ
て
（
婚
礼
の
遂

行
）
を
請
う
の
で
あ
る
。
（
新
婦
側
も
）
す
で
に
葬
っ
た
時
に
は
ま
た
（
婚
礼

を
行
え
な
い
と
の
）
言
い
付
け
を
（
新
郎
側
に
）
伝
え
る
の
で
あ
る
。
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【
疏
】
（
十
六
葉
表
一
行
）

女
之
父
母
死
、
壻
亦
如
之
、
女
之
父
母
死
、
已
葬
之
後
、
女
之
伯
父
、
致
命
於

男
氏
曰
、
某
之
子
有
父
母
之
喪
、
不
得
嗣
爲
兄
弟
、
使
某
致
命
。
男
氏
許
諾
、

而
不
敢
娶
。
女
免
喪
、
壻
之
父
母
使
人
請
。
女
家
不
許
壻
、
而
後
別
娶
、
禮
也
。

陽
唱
陰
和
、
壻
之
父
母
使
人
請
昏
、
而
女
家
得
有
不
許
者
、
亦
以
彼
初
葬
訖
、

致
命
於
己
故
也
。

［
書
き
下
し
文
］

「
女
の
父
母
死
す
れ
ば
、
壻
も
亦
た
之
の
如
く
す
」
は
、
女
の
父
母
死
し
、
已

に
葬
る
の
後
、
女
の
伯
父
、
命
を
男
氏
に
致
し
て
曰
く
、
「
某
の
子
、
父
母
の

喪
有
り
、
嗣
ぎ
て
兄
弟
と
為
る
を
得
ず
、
某
を
し
て
命
を
致
さ
し
む
」
と
。
男

氏
許
諾
し
て
、
敢
て
娶
ら
ず
。
女
喪
を
免
か
れ
、
壻
の
父
母
、
人
を
し
て
請
は

し
む
。
女
家
、
壻
に
許
さ
ず
し
て
、
而
る
後
に
別
に
娶
る
は
、
礼
な
り
。
陽
唱

へ
陰
和
す
①
、
壻
の
父
母
、
人
を
し
て
昏
を
請
は
し
め
て
、
女
家
許
さ
ざ
る
有

る
を
得
る
は
、
亦
た
彼
初
め
葬
む
る
こ
と
訖
り
、
命
を
己
に
致
す
が
故
を
以
て

な
り
。①

『
白
虎
通
』
嫁
娶
篇
「
禮
男
娶
女
嫁
何
。
陰
卑
不
得
自
專
、
就
陽
而

成
之
、
故
傳
曰
、
「
陽
倡
陰
和
、
男
行
女
隨
」
お
よ
び
『
易
緯
乾
鑿
度
』

下
「
故
陽
倡
而
陰
和
、
男
行
而
女
隨
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

「
女
の
父
母
死
す
れ
ば
、
壻
も
亦
た
之
の
如
く
す
」
と
は
、
新
婦
の
父
母
が
亡

く
な
っ
て
、
す
で
に
葬
っ
た
後
に
、
新
婦
の
伯
父
が
、
言
い
付
け
を
新
郎
側
に

伝
え
て
、「
な
に
が
し
の
子
は
、
父
母
へ
の
喪
に
服
さ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
、

（
父
母
を
）
嗣
い
で
（
次
代
を
担
う
）
兄
弟
（
＝
夫
婦
）
と
な
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
、
と
（
使
者
で
あ
る
）
な
に
が
し
に
言
い
付
け
を
伝
え
さ
せ
ま
し
た
」

と
言
い
、
新
郎
側
は
こ
れ
を
聞
き
入
れ
る
も
の
の
、
（
他
家
か
ら
）
娶
っ
た
り

は
せ
ず
、
新
婦
の
喪
が
除
か
れ
た
後
に
、
新
郎
の
父
母
が
、
使
者
を
遣
わ
せ
て

（
婚
礼
の
遂
行
）
を
請
う
と
い
う
こ
と
だ
。
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
）
新
婦

側
が
、
新
郎
（
か
ら
の
求
め
）
を
許
さ
な
か
っ
た
後
に
、
（
新
郎
が
）
他
家
か

ら
娶
る
と
い
う
の
が
、
礼
と
な
る
。
「
陽
が
唱
え
陰
が
和
す
」
も
の
で
あ
る
の

に
、
（
陽
で
あ
る
）
新
郎
の
父
母
が
、
使
者
を
遣
わ
せ
て
婚
礼
（
の
遂
行
）
を

請
う
て
も
、
（
陰
で
あ
る
）
新
婦
側
が
（
そ
れ
を
）
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が

有
り
得
る
の
は
、
（
こ
の
場
合
も
）
ま
た
相
手
側
が
埋
葬
を
終
え
た
際
に
、
（
婚

礼
を
行
え
な
い
と
の
）
言
い
付
け
を
あ
ら
か
じ
め
当
方
に
伝
え
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

【
経
】
（
十
六
葉
表
三
行
）

○
曾
子
問
曰
、
親
迎
、
女
在
塗
、
而
壻
之
父
母
死
、
如
之
何
。
孔
子
曰
、
女
改

服
、
布
深
衣
縞
總
以
趨
喪
。

［
書
き
下
し
文
］

○
曾
子
問
ひ
て
曰
く
、
親
迎
し
、
女
塗
に
在
り
て
、
壻
の
父
母
死
す
れ
ば
、
之

を
如
何
せ
ん
、
と
。
孔
子
曰
く
、
女
、
服
を
改
め
、
布
の
深
衣
、
縞
の
総
以
て

喪
に
趨
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
曾
子
が
質
問
し
て
言
っ
た
、
（
新
郎
が
）
親
ら
（
新
婦
を
）
迎
え
に
行
き
、

新
婦
が
（
新
郎
の
家
に
向
か
う
）
途
上
で
、
新
郎
の
父
母
が
亡
く
な
っ
た
場
合
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は
、
ど
う
い
た
し
ま
す
か
。
孔
子
は
言
わ
れ
た
、
新
婦
は
嫁
入
り
の
服
を
改
め

て
、
布
製
の
深
衣
を
着
て
、
白
絹
の
布
で
髪
を
束
ね
て
（
舅
姑
の
）
喪
に
駆
け

付
け
る
。

【
注
】
（
十
六
葉
表
五
行
）

布
深
衣
縞
總
、
婦
人
始
喪
、
未
成
服
之
服
。

［
書
き
下
し
文
］

布
の
深
衣
、
縞
の
総
は
、
婦
人
始
め
て
喪
し
、
未
だ
服
を
成
さ
ざ
る
の
服
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

布
の
深
衣
と
縞
の
総
は
、
婦
人
が
喪
に
服
す
最
初
の
段
階
で
、
ま
だ
（
完
全
な
）

喪
服
を
着
け
る
以
前
の
服
で
あ
る
。

【
疏
】
（
十
六
葉
表
六
行
）

○
正
義
曰
、
女
改
服
者
、
謂
女
在
塗
聞
舅
姑
喪
、
即
改
嫁
時
之
衣
服
。
嫁
服
者
、

士
妻
褖
衣
、
大
夫
妻
展
衣
、
卿
妻
則
鞠
衣
、
故
士
昏
禮
云
、
女
次
、
純
衣
、
純

衣
即
褖
衣
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
女
服
を
改
む
」
と
は
、
女
塗
に
在
り
て
舅
姑
の
喪
を
聞
か

ば
、
即
ち
嫁
時
の
衣
服
を
改
む
る
を
謂
ふ
。
嫁
服
と
は
、
士
の
妻
は
褖
衣
、
大

夫
の
妻
は
展
衣
、
卿
の
妻
は
則
ち
鞠
衣
①
、
故
に
士
昏
礼
に
云
ふ
、「
女
は
次
、

純
衣
」
と
、
純
衣
は
即
ち
褖
衣
な
り
②
。

①
「
鞠
衣
」「
展
衣
」「
褖
衣
」
の
三
服
は
、『
周
礼
』
天
官
・
内
司
服8-7a

で
は
「
王
后
之
六
服
」
と
し
て
「
褘
衣
、
揄
狄
、
闕
狄
、
鞠
衣
、
展
衣
、

緣
衣
、
素
沙
」
と
、
ま
た
「
外
内
命
婦
之
服
」
と
し
て
「
鞠
衣
、
展
衣
、

緣
衣
、
素
沙
」
と
見
え
（8-10b

）
、
『
礼
記
』
玉
藻

30-9a

で
は
「
君
命

屈
狄
、
再
命
褘
衣
、
一
命
襢
衣
、
士
褖
衣
」
と
見
え
る
。
鄭
玄
は
玉
藻

に
「
褘
當
爲
鞠
、
字
之
誤
也
」
（9b1

）
と
注
し
て
「
鞠
衣
」
と
「
褘
衣
」

が
同
一
で
あ
る
と
し
、
内
司
服
に
「
展
衣
…
、
字
當
爲
襢
。
…
此
緣
衣

者
、
實
作
褖
衣
也
」
（7b6/9

）
と
注
し
て
「
展
衣
」
「
緣
衣
」
が
そ
れ
ぞ

れ
「
襢
衣
」
「
褖
衣
」
と
同
一
で
あ
る
と
す
る
（
ま
た
『
礼
記
』
雑
記
上

「
下
大
夫
以
襢
衣
」
注40-13b3

「
襢
、
周
禮
作
展
」
、
お
よ
び
『
儀
礼
』

士
喪
礼
「
褖
衣
」
注35-12b4

「
古
文
褖
爲
緣
」
参
照
）
。
「
褖
衣
」
は
ま

た
「
稅
衣
」
と
も
記
さ
れ
る
（
『
礼
記
』
雑
記
上41-12a

、
喪
大
記44-3b

）
。

内
司
服
注
で
は
、
「
鞠
衣
」
は
「
黄
衣
」
（
鄭
衆
説7b3

）
、
「
黄
桑
服
也
、

色
如
鞠
塵
、
象
桑
葉
始
生
」
（
鄭
玄
説7b5

）
、
「
展
衣
」
は
「
白
衣
」
（
鄭

衆
説7b2

）
、「
褖
衣
」
は
「
男
子
之
禒
衣
黑
、
則
是
亦
黑
也
」（
鄭
玄
説7b9

）

と
説
明
さ
れ
る
（
男
子
の
「
褖
衣
」
に
つ
い
て
は
、『
儀
礼
』
士
喪
礼
「
褖

衣
」
注

35-12b3

「
黑
衣
裳
赤
緣
、
謂
之
褖
。
褖
之
言
緣
也
」
参
照
）
。

こ
の
三
服
が
「
卿
」
「
大
夫
」
「
士
」
の
妻
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
玉
藻
注

9a10

「
君
、
女
君
也
。
屈
、
周
禮
作
闕
。
…
此
子
男
之

夫
人
及
其
卿
大
夫
士
之
妻
命
服
也
。
…9b2

「
子
男
之
卿
再
命
」（
『
周
礼
』

春
官
・
典
命

21-4a

）
、
而
妻
鞠
衣
、
則
鞠
衣
襢
衣
褖
衣
者
、
諸
侯
之
臣

皆
分
爲
三
等
、
其
妻
以
次
受
此
服
也
。
公
之
臣
、
孤
爲
上
、
卿
大
夫
次

之
、
士
次
之
。
侯
伯
子
男
之
臣
、
卿
爲
上
、
大
夫
次
之
、
士
次
之
」
参

照
。
こ
の
玉
藻
注
で
鄭
玄
が
「
公
之
臣
」
と
「
侯
伯
子
男
之
臣
」
を
区

分
す
る
の
は
、
『
周
礼
』
春
官
・
司
服21-13a

で
「
孤
之
服
」
「
卿
大
夫

之
服
」
「
士
之
服
」
に
三
分
さ
れ
て
い
る
の
を
「
公
之
臣
」
に
当
て
た
こ
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と
に
よ
り
、
内
司
服
注8-10b3

で
も
「
其
夫
孤
也
、
則
服
鞠
衣
。
其
夫

卿
大
夫
也
、
則
服
展
衣
。
其
夫
士
也
、
則
服
緣
衣
」
と
解
し
て
い
る
。

②
『
儀
礼
』
士
昏
礼5-1a

「
女
次
、
純
衣
纁
袡
、
立
于
房
中
南
面
。
」
注1a3

「
次
、
首
飾
也
、
今
時
髲
也
。
…1a4

純
衣
、
絲
衣
。「
女
從
者
畢
袗
玄
」

（
士
昏
礼5-2b

）
、
則
此
亦
玄
矣
。
袡
亦
緣
也
、
袡
之
言
任
也
、
以
纁
緣

其
衣
、
象
陰
氣
上
任
也
。
凡
婦
人
不
常
施
袡
之
衣
、
盛
昏
禮
爲
此
服
。

喪
大
記
曰
、
「
復
衣
不
以
袡
」
、
明
非
常
。
」
こ
の
注
の
末
尾
に
引
か
れ
る

『
礼
記
』
喪
大
記
の
注

44-5a2

で
も
「
袡
、
嫁
時
上
服
、
而
非
事
鬼
神

之
衣
」
と
言
わ
れ
る
。
「
純
衣
」
は
『
儀
礼
』
で
は
士
冠
礼2-1a

に
「
爵

弁
服
、
纁
裳
、
純
衣
、
緇
帶
、
韎
韐
」
と
初
出
し
、
そ
の
注1a5

に
「
此

與
君
祭
之
服
。
…

1a7

純
衣
、
絲
衣
也
。
餘
衣
皆
用
布
、
唯
冕
與
爵
弁

服
用
絲
耳
」
と
あ
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
女
服
を
改
む
」
と
は
、
新
婦
が
（
新
郎
の
家
に
向
か
う
）

途
上
に
あ
っ
て
舅
姑
の
喪
を
聞
い
た
場
合
、
た
だ
ち
に
嫁
入
り
の
衣
裳
を
着
替

え
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
だ
。
嫁
入
り
の
衣
裳
は
、
士
の
妻
は
褖
衣
、
大
夫
の

妻
は
展
衣
、
卿
の
妻
は
鞠
衣
で
あ
る
。
よ
っ
て
（
『
儀
礼
』
）
士
昏
礼
に
、
「
女

は
次
（
か
み
か
ざ
り
）
を
し
、
純
衣
を
着
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
純
衣
」
が

つ
ま
り
は
「
褖
衣
」
な
の
だ
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
六
葉
表
七
行
）

○
正
義
曰
、
深
衣
、
謂
衣
裳
相
連
、
前
後
深
邃
、
故
曰
深
衣
。
縞
、
白
絹
也
。

總
、
束
髮
也
、
長
八
寸
。
女
在
塗
、
以
其
聞
喪
、
即
改
嫁
服
、
故
云
未
成
服
之

服
也
。
士
喪
禮
注
、
始
死
、
婦
人
將
斬
衰
者
、
去
笄
而
纚
。
將
齊
衰
者
、
骨
笄

而
纚
。
至
將
斂
時
、
則
婦
人
亦
去
笄
纚
而
髽
。
皆
不
云
縞
總
、
文
或
畧
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
深
衣
は
、
衣
裳
相
ひ
連
な
り
、
前
後
深
邃
な
る
を
謂
ふ
、
故

に
深
衣
と
曰
ふ
①
。
縞
は
、
白
絹
な
り
②
。
総
は
、
束
髮
な
り
③
。
長
八
寸
④
。

女
塗
に
在
り
、
其
の
喪
を
聞
く
を
以
て
、
即
ち
嫁
服
を
改
む
、
故
に
「
未
だ
服

を
成
さ
ざ
る
の
服
な
り
」
と
云
ふ
。
士
喪
礼
注
⑤
に
、
「
始
め
て
死
し
、
婦
人

の
将
に
斬
衰
せ
ん
と
す
る
者
、
笄
を
去
り
て
纚
す
。
将
に
斉
衰
せ
ん
と
す
る
者
、

骨
笄
し
て
纚
す
」
と
、
将
に
斂
せ
ん
と
す
る
の
時
に
至
れ
ば
⑥
、
則
ち
婦
人
も

亦
た
笄
纚
を
去
り
て
髽
す
⑦
。
皆
な
縞
総
を
云
は
ざ
る
は
、
文
或
は
略
す
な
り
。

①
『
礼
記
』
深
衣
題
下
疏58-5b2

引
く
『
鄭
目
録
』
に
「
深
衣
、
連
衣

裳
而
純
之
以
采
者
」
と
あ
り
、
そ
の
疏
で
も
「
所
以
此
稱
深
衣
者
、
以

餘
服
則
上
衣
下
裳
不
相
連
、
此
深
衣
衣
裳
相
連
、
被
體
深
邃
、
故
謂
之

深
衣
」
と
言
う
。
ま
た
『
爾
雅
』
釈
器
疏5-13a6

も
『
鄭
目
録
』
を
節

引
し
て
「
案
深
衣
目
録
云
、
稱
深
衣
者
、
以
餘
服
則
上
衣
下
裳
不
相
連
、

此
深
衣
衣
裳
相
連
、
被
體
深
邃
、
故
謂
之
深
衣
」
と
言
う
。

②
『
尚
書
』
禹
貢
「
厥
篚
玄
纖
縞
」
伝

6-11b4

「
縞
、
白
繒
」
参
照
。

③
「
總
、
束
髮
」
は
『
儀
礼
』
喪
服
注29-4b8

、『
礼
記
』
檀
弓
上
注6-21a4

、

『
礼
記
』
内
則
注27-2a2

に
も
見
え
る
。

④
『
礼
記
』
檀
弓
上6-20b

「
南
宮
縚
之
妻
之
姑
之
喪
、
夫
子
誨
之
髽
曰
、

爾
毋
從
從
爾
、
爾
毋
扈
扈
爾
。
蓋
榛
以
為
笄
長
尺
、
而
總
八
寸
」
参
照
。

舅
姑
の
為
に
は
斉
衰
に
服
し
（
『
儀
礼
』
喪
服
・
斉
衰
不
杖
期31-4a

）
、

こ
の
部
分
の
鄭
注21a4

で
も
「
齊
衰
之
總
八
寸
」
と
言
わ
れ
る
。
な
お

礼記注疏訳注稿（十一）―曾子問第七（五）―（末永）
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斬
衰
の
場
合
は
「
總
六
寸
」
で
あ
る
こ
と
が
『
儀
礼
』
喪
服
伝29-6a

に

見
え
て
お
り
、
そ
の
注6b1

に
「
長
六
寸
、
謂
出
紒
後
所
垂
爲
飾
也
」

と
あ
る
。

⑤
小
斂
後
の
変
服
を
説
く
『
儀
礼
』
士
喪
礼

36-13b

「
婦
人
髽
于
室
」

に
対
す
る
注13b7

「
始
死
、
婦
人
將
斬
衰
者
、
去
笄
而
纚
。
將
齊
衰
者
、

骨
笄
而
纚
。
今
言
髽
者
、
亦
去
笄
纚
而
紒
也
。
」

⑥
『
儀
礼
』
士
喪
礼36-13ab

に
よ
れ
ば
、
主
人
が
「
髺
髮
」
し
、
婦
人

が
「
髽
」
し
て
「
笄
纚
を
去
る
」
の
は
、
室
で
の
小
斂
を
終
え
、
遺
体

を
堂
に
運
び
出
す
前
の
時
で
あ
る
が
、
『
礼
記
』
喪
服
小
記
疏32-1b1

で

は
「
禮
、
親
始
死
、
子
布
深
衣
去
冠
、
而
猶
有
筓
縰
、
徒
跣
、
衱
上
衽
。

至
將
小
斂
、
去
筓
縰
、
著
素
冠
、
視
斂
。
斂
訖
、
投
冠
而
括
髮
」
と
言

わ
れ
て
お
り
、
小
斂
に
際
し
て
「
笄
縰
（
＝
纚
）
を
去
る
」
と
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
喪
服
小
記
疏
は
『
礼
記
』
檀
弓
上

8-2b

「
叔
孫
武
叔
之
母

死
。
既
小
斂
、
舉
者
出
戸
。
出
戸
袒
、
且
投
其
冠
括
髮
」
を
ふ
ま
え
る

が
、
そ
こ
で
の
疏

3a6

は
「
將
小
斂
之
時
、
已
括
髮
。
括
髮
後
、
大
夫

以
上
加
素
弁
、
士
加
素
委
貌
。
至
小
斂
訖
、
乃
投
去
其
冠
、
而
見
括
髮
」

と
小
斂
に
際
し
て
「
括
髮
（
＝
髺
髮
）
」
す
る
と
す
る
崔
氏
の
説
を
退
け

て
士
喪
礼
に
従
っ
て
お
り
、
「
笄
纚
を
去
る
」
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
互

い
に
矛
盾
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
斂
」
が
翌
日
に
行

わ
れ
る
大
斂
を
指
す
と
も
思
え
な
い
の
で
、
か
り
に
小
斂
を
指
す
も
の

し
て
訳
し
て
お
く
。

⑦
こ
こ
で
「
婦
人
も
亦
た
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
上
の

注
⑤
で
引
く
士
喪
礼
の
直
前
に
見
え
る
「
主
人
髺
髮
袒
」
へ
の
注36-13a7

「
始
死
、
將
斬
衰
者
雞
斯
、
將
齊
衰
者
素
冠
。
今
至
小
斂
變
、
又
將
初

喪
服
也
。
髺
髮
者
、
去
笄
纚
而
紒
」
参
照
（
こ
の
注
の
冒
頭
は
『
礼
記
』

問
喪

56-14a

「
親
始
死
、
雞
斯
、
徒
跣
、
扱
上
衽
」
に
も
と
づ
き
、
こ

の
「
雞
斯
」
に
対
し
て
鄭
注14a5

は
「
當
爲
笄
纚
、
聲
之
誤
也
」
と
言

う
）
。
「
髽
」
に
つ
い
て
は
上
の
注
⑤
参
照
（
同
様
の
注
は
『
礼
記
』
檀

弓
上
注6-19b9

、
奔
喪
注56-5b6

に
も
見
え
る
）
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、「
深
衣
」（
の
「
深
」
）
は
、
衣
（
う
わ
ぎ
）
と
裳
（
も
す
そ
）

が
互
い
に
連
な
っ
て
、
前
後
に
（
ゆ
っ
た
り
と
）
奥
深
く
な
っ
て
い
る
の
を
言

い
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
深
衣
」
と
呼
ぶ
の
だ
。「
縞
」
は
、
白
い
絹
の
こ
と
。「
総
」

は
、
髮
を
束
ね
る
も
の
の
こ
と
で
、
（
束
ね
た
髪
の
後
ろ
に
垂
れ
下
が
る
部
分

の
）
長
さ
は
八
寸
。
新
婦
は
（
新
郎
の
家
へ
の
）
途
上
に
あ
っ
て
、
舅
姑
の
喪

を
聞
き
、
た
だ
ち
に
嫁
入
り
の
服
を
改
め
た
の
で
、
「
ま
だ
（
完
全
な
）
喪
服

を
着
け
る
以
前
の
服
で
あ
る
」
と
言
う
の
だ
。
（
『
儀
礼
』
）
士
喪
礼
の
注
に
、

「
（
親
が
）
亡
く
な
っ
た
当
初
、
婦
人
で
斬
衰
の
喪
に
服
す
者
は
、
（
か
ざ
り

の
）
笄
（
か
ん
ざ
し
）
を
取
り
去
る
が
纚
（
髪
包
み
の
布
）
は
付
け
た
ま
ま
に

し
、
斉
衰
の
喪
に
服
す
者
は
、
骨
製
の
笄
に
付
け
替
え
て
纚
は
付
け
た
ま
ま
に

す
る
」
と
言
う
。
こ
れ
か
ら
小
斂
を
行
う
時
に
至
っ
て
、
婦
人
も
ま
た
笄
と
纚

と
を
取
り
去
っ
て
（
髪
を
あ
ら
わ
に
し
て
）
結
い
上
げ
る
の
だ
。
（
士
喪
礼
お

よ
び
そ
の
注
の
）
い
ず
れ
も
「
縞
総
」
に
つ
い
て
言
わ
な
い
の
は
、
或
い
は
文

を
省
略
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

【
経
】
（
十
六
葉
表
九
行
）

女
在
塗
、
而
女
之
父
母
死
、
則
女
反
。
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［
書
き
下
し
文
］

女
塗
に
在
り
て
、
女
の
父
母
死
す
れ
ば
、
則
ち
女
反
る
、
と
。

［
現
代
語
訳
］

新
婦
が
（
新
郎
の
家
に
向
か
う
）
途
上
で
、
新
婦
の
父
母
が
亡
く
な
っ
た
な
ら

ば
、
新
婦
は
実
家
に
戻
（
っ
て
親
の
喪
に
服
す
）
る
の
だ
。

【
注
】
（
十
六
葉
表
十
行
）

奔
喪
服
期
。

［
書
き
下
し
文
］

喪
に
奔
り
て
期
に
服
す
。

［
現
代
語
訳
］

喪
に
駆
け
付
け
て
一
年
の
喪
に
服
す
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
六
葉
裏
二
行
）

○
正
義
曰
、
經
云
女
反
、
故
知
奔
喪
。
喪
服
期
、
云
女
子
子
在
室
、
爲
父
箭
笄

髽
衰
三
年
。
今
既
在
塗
、
非
復
在
室
、
故
知
服
期
。
但
在
室
之
女
、
父
卒
、
爲

母
亦
三
年
。
今
既
在
塗
、
故
爲
父
母
同
皆
期
也
。
於
時
女
亦
改
服
、
布
深
衣
縞

總
、
反
而
奔
喪
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
経
に
「
女
反
る
」
と
云
ふ
、
故
に
喪
に
奔
る
を
知
る
。
喪
服

の
期
な
る
は
、
云
（
お
も
）
へ
ら
く
女
子
子
室
に
在
れ
ば
、
父
の
為
に
箭
笄
髽

衰
三
年
す
①
。
今
既
に
塗
に
在
り
、
復
た
室
に
在
る
に
は
非
ず
、
故
に
服
の
期

な
る
を
知
る
②
。
但
だ
室
に
在
る
の
女
、
父
卒
す
れ
ば
、
母
の
為
に
亦
た
三
年

す
③
。
今
既
に
塗
に
在
り
、
故
に
父
母
の
為
に
同
じ
く
皆
な
期
な
り
。
時
に
於

て
女
亦
た
服
を
改
め
、
布
の
深
衣
、
縞
の
総
つ
け
、
反
り
て
喪
に
奔
る
。

①
『
儀
礼
』
喪
服
（
斬
衰
三
年
）29-4b

「
女
子
子
在
室
爲
父
、
布
總
箭

笄
髽
衰
三
年
」
参
照
。

②
『
儀
礼
』
喪
服
（
斉
衰
不
杖
期
）30-15a

「
女
子
子
適
人
者
、
爲
其
父

母
」
参
照
。
新
郎
の
家
に
向
か
う
新
婦
も
す
で
に
実
家
を
出
た
も
の
と

す
る
わ
け
で
あ
る
。

③
『
儀
礼
』
喪
服
（
斉
衰
三
年
）30-2a

「
父
卒
則
爲
母
」
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
経
文
に
「
女
反
る
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
（
実
父
母
の
）

喪
に
駆
け
付
け
る
と
分
か
る
の
だ
。
そ
の
喪
に
服
す
る
期
間
が
一
年
で
あ
る
の

は
、
思
う
に
女
子
の
子
が
（
婚
前
）
実
家
に
居
る
場
合
は
、
父
の
為
に
箭
笄
（
し

の
竹
の
か
ん
ざ
し
）
を
付
け
て
髪
包
み
を
付
け
ず
に
髪
を
結
っ
て
喪
服
を
着
け

る
こ
と
三
年
。
い
ま
既
に
（
新
郎
の
家
に
向
か
う
）
途
上
に
あ
っ
て
、
も
は
や

実
家
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
（
す
で
に
嫁
い
だ
者
と
同
じ
く
）
一
年

の
喪
で
あ
る
と
わ
か
る
の
だ
。（
母
へ
の
喪
は
通
常
、
一
年
で
あ
っ
て
、
婚
前
）

実
家
に
居
る
娘
だ
け
が
、
父
の
没
後
で
あ
れ
ば
、
母
の
為
に
ま
た
三
年
の
喪
に

服
す
こ
と
が
で
き
る
。
い
ま
既
に
（
新
郎
の
家
に
向
か
う
）
途
上
に
あ
る
の
で
、

父
母
の
為
に
み
な
同
じ
一
年
の
喪
に
服
す
る
の
だ
。
こ
の
時
に
も
新
婦
は
ま
た

嫁
入
り
の
服
を
改
め
て
、
布
製
の
深
衣
を
着
て
、
白
絹
の
布
で
髪
を
束
ね
て
実

家
に
戻
っ
て
（
父
母
の
）
喪
に
駆
け
付
け
る
の
だ
。

【
経
】
（
十
六
葉
表
十
行
）
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如
壻
親
迎
、
女
未
至
、
而
有
齊
衰
大
功
之
喪
、
則
如
之
何
。

［
書
き
下
し
文
］

如
し
壻
親
迎
し
て
、
女
未
だ
至
ら
ず
し
て
、
斉
衰
大
功
の
喪
有
れ
ば
、
則
ち
之

を
如
何
せ
ん
、
と
。

［
現
代
語
訳
］

（
曾
子
は
質
問
し
た
、
）
も
し
新
郎
が
親
ら
（
新
婦
を
）
迎
え
る
に
際
し
、
新

婦
が
ま
だ
（
新
郎
の
家
に
）
到
着
し
な
い
う
ち
に
、
斉
衰
・
大
功
の
喪
が
あ
っ

た
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
い
た
し
ま
す
か
。

【
経
】
（
十
六
葉
裏
三
行
）

孔
子
曰
、
男
不
入
、
改
服
於
外
次
。
女
入
、
改
服
於
内
次
。
然
後
即
位
而
哭
。

［
書
き
下
し
文
］

孔
子
曰
く
、
男
は
入
ら
ず
し
て
、
服
を
外
次
に
改
む
。
女
は
入
り
て
、
服
を
内

次
に
改
む
。
然
る
後
に
位
に
即
き
て
哭
す
、
と
。

［
現
代
語
訳
］

孔
子
は
言
わ
れ
た
、
新
郎
は
（
大
門
内
に
）
入
ら
ず
に
、
服
を
大
門
の
外
の
次

（
テ
ン
ト
）
で
改
め
る
。
新
婦
は
（
大
門
内
に
）
入
っ
て
、
服
を
大
門
の
内
の

次
で
改
め
る
。
そ
の
後
に
位
に
つ
い
て
哭
す
る
の
だ
。

【
注
】
（
十
六
葉
裏
五
行
）

不
聞
喪
即
改
服
者
、
昏
禮
重
於
齊
衰
以
下
。

［
書
き
下
し
文
］

喪
を
聞
き
て
即
ち
服
を
改
め
ざ
る
は
、
昏
礼
は
斉
衰
以
下
よ
り
重
け
れ
ば
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

喪
の
こ
と
を
聞
い
て
す
ぐ
に
服
を
改
め
な
い
の
は
、
婚
礼
は
斉
衰
以
下
の
喪
礼

よ
り
重
い
か
ら
で
あ
る
。

【
疏
】
（
十
六
葉
裏
九
行
）

○
正
義
曰
、
女
既
在
塗
①
未
至
、
聞
壻
家
有
齊
衰
大
功
之
喪
、
則
廢
其
昏
禮
、

男
女
變
服
、
就
位
哭
。
男
、
謂
壻
也
。
不
入
大
門
、
改
其
親
迎
之
服
、
服
深
衣

於
門
外
之
次
。
女
、
謂
婦
也
。
入
大
門
、
改
其
嫁
服
、
亦
深
衣
於
門
内
之
次
。

男
女
俱
改
服
畢
、
然
後
就
喪
位
而
哭
、
謂
於
壻
家
爲
位
也
。
皇
氏
以
爲
、
就
喪

家
爲
位
哭
也
。
然
曾
子
唯
問
齊
衰
大
功
、
不
問
小
功
者
、
以
小
功
輕
、
不
廢
昏

禮
、
待
昏
禮
畢
、
乃
哭
耳
。
故
雜
記
云
、
小
功
可
以
冠
子
取
婦
。
明
與
大
功
及

期
異
也
。
此
文
據
壻
家
齊
衰
大
功
之
喪
、
若
女
家
齊
衰
大
功
之
喪
、
皇
氏
云
、

女
不
反
歸
、
其
改
服
即
位
、
與
男
家
親
同
也
。
此
不
見
喪
而
改
服
、
奔
喪
禮
注

云
、
不
見
喪
不
改
服
者
、
崔
氏
云
、
奔
喪
不
見
喪
不
改
服
、
謂
不
改
素
冠
而
著

免
、
其
改
吉
服
、
著
布
深
衣
素
冠
、
聞
喪
即
改
之
。

①
底
本
は
「
在
塗
」
の
二
字
無
し
。
意
を
以
て
補
う
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
女
既
に
塗
に
在
り
、
未
だ
至
ら
ず
し
て
、
壻
家
に
斉
衰
大
功

の
喪
有
る
を
聞
か
ば
、
則
ち
其
の
昏
礼
を
廃
し
、
男
女
服
を
変
じ
、
位
に
就
き

て
哭
す
。
男
は
、
壻
を
謂
ふ
。
大
門
に
入
ら
ず
し
て
、
其
の
親
迎
の
服
を
改
め
、

深
衣
を
門
外
の
次
に
服
す
。
女
は
、
婦
を
謂
ふ
。
大
門
に
入
り
、
其
の
嫁
服
を

改
め
、
亦
た
門
内
の
次
に
深
衣
す
。
男
女
俱
に
服
を
改
め
畢
り
、
然
る
後
に
喪

位
に
就
き
て
哭
す
、
壻
家
に
於
て
位
を
為
す
を
謂
ふ
な
り
。
皇
氏
以
為
ら
く
、
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喪
家
に
就
き
て
位
を
為
し
て
哭
す
、
と
。
然
ら
ば
曾
子
唯
だ
斉
衰
大
功
を
問
ひ

て
、
小
功
を
問
は
ざ
る
は
、
小
功
軽
き
を
以
て
、
昏
礼
を
廃
せ
ず
、
昏
礼
の
畢

る
を
待
ち
て
、
乃
ち
哭
す
る
の
み
。
故
に
雑
記
に
云
ふ
、
「
小
功
以
て
子
に
冠

し
婦
を
取
（
め
と
）
る
べ
し
」
と
①
。
明
け
し
大
功
及
び
期
と
異
な
る
こ
と
。

此
の
文
、
壻
家
の
斉
衰
大
功
の
喪
に
拠
る
、
女
家
の
斉
衰
大
功
の
喪
の
若
き
は
、

皇
氏
云
ふ
、
「
女
反
帰
せ
ず
、
其
の
服
を
改
め
位
に
即
く
こ
と
、
男
家
の
親
と

同
じ
」
と
。
此
れ
喪
を
見
ず
し
て
服
を
改
む
、
奔
喪
礼
注
に
、
「
喪
を
見
ざ
れ

ば
服
を
改
め
ず
」
と
云
ふ
は
②
、
崔
氏
云
ふ
、
「
奔
喪
の
喪
を
見
ざ
れ
ば
服
を

改
め
ず
は
、
素
冠
を
改
め
て
免
を
著
け
ざ
る
③
を
謂
ふ
。
其
の
吉
服
を
改
め
、

布
の
深
衣
、
素
冠
を
著
く
る
は
、
喪
を
聞
か
ば
即
ち
之
を
改
む
」
と
。

①
『
礼
記
』
雑
記
下

42-18a
「
大
功
之
末
、
可
以
冠
子
、
可
以
嫁
子
。

父
小
功
之
末
、
可
以
冠
子
、
可
以
嫁
子
、
可
以
取
婦
。
己
雖
小
功
、
既

卒
哭
、
可
以
冠
取
妻
。
」
注18a7

「
此
皆
謂
可
用
吉
禮
之
時
。
父
大
功
卒

哭
、
而
可
以
冠
子
嫁
子
。
小
功
卒
哭
、
而
可
以
取
婦
。
己
大
功
卒
哭
、

而
可
以
冠
子
。
小
功
卒
哭
、
而
可
以
取
妻
。
必
偕
祭
乃
行
。
」
た
だ
し
、

雑
記
で
は
「
小
功
之
末
」
（
注
に
よ
れ
ば
「
末
」
は
「
卒
哭
」
の
後
）
に

婦
を
娶
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
だ
け
で
、
そ
れ
以
前
に
そ
れ
が
許
さ

れ
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
は
な
い
。

②
『
礼
記
』
奔
喪56-4a

「
奔
喪
者
自
齊
衰
以
下
、
入
門
左
、
中
庭
北
面
、

哭
盡
哀
、
免
麻
于
序
東
、
即
位
袒
、
與
主
人
哭
、
成
踊
。
」
注

4a3

「
麻

亦
絰
帶
也
。
於
此
言
麻
者
、
明
所
奔
喪
雖
有
輕
者
、
不
至
喪
所
、
無
改

服
也
。
」

③
小
斂
後
の
変
服
を
言
う
。
『
儀
礼
』
士
喪
礼36-13a

「
卒
斂
、
…
衆
主

人
免
于
房
。
」
注13a7

「
始
死
、
…
將
齊
衰
者
素
冠
。
今
至
小
斂
變
、
又

將
初
喪
服
也
。
…
衆
主
人
免
者
、
齊
衰
將
袒
、
以
免
代
冠
」
参
照
。
上

の
注
②
の
「
免
麻
」
も
小
斂
後
の
変
服
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
新
婦
が
す
で
に
（
新
郎
の
家
に
向
か
う
）
途
上
に
あ
り
、
ま

だ
（
新
郎
の
家
に
）
到
着
し
な
い
段
階
で
、
新
郎
の
家
に
斉
衰
や
大
功
の
喪
が

あ
る
の
を
聞
い
た
場
合
は
、
そ
の
婚
礼
を
中
止
し
、
新
郎
・
新
婦
と
も
に
服
を

変
じ
て
、
（
喪
の
）
位
に
就
い
て
哭
す
る
の
だ
。
（
経
文
の
）
「
男
」
は
、
新
郎

の
こ
と
で
あ
る
。
（
一
番
外
側
の
）
大
門
に
入
ら
ず
に
、
そ
の
親
迎
の
服
を
改

め
、
門
外
の
次
（
テ
ン
ト
）
で
深
衣
に
着
替
え
る
。
（
経
文
の
）
「
女
」
は
、

新
婦
の
こ
と
で
あ
る
。
大
門
に
入
っ
て
、
そ
の
嫁
入
り
の
服
を
改
め
、
門
内
の

次
で
ま
た
深
衣
に
着
替
え
る
。
新
郎
・
新
婦
と
も
に
服
を
改
め
終
え
て
か
ら
、

喪
の
位
に
就
い
て
哭
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
新
郎
の
家
で
（
喪
の
）
位
を

定
め
る
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
た
だ
し
）
皇
侃
は
、
喪
の
あ
っ
た
家

に
行
っ
て
位
を
定
め
て
哭
す
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
て
こ
こ
で
曾
子
が
た
だ
斉

衰
・
大
功
の
場
合
に
つ
い
て
質
問
し
て
、
小
功
の
場
合
に
つ
い
て
質
問
し
て
い

な
い
の
は
、
小
功
は
軽
い
喪
で
あ
る
の
で
、
婚
礼
を
中
止
せ
ず
、
婚
礼
が
終
わ

る
の
を
待
っ
て
、
そ
れ
か
ら
哭
す
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
（
『
礼
記
』
）
雑

記
に
、
「
小
功
に
お
い
て
は
子
に
冠
し
婦
を
娶
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
大
功
や
期
（
斉
衰
）
と
（
対
応
が
）
異
な
る
の
は
明
ら
か

な
の
だ
。
こ
の
経
文
は
、
新
郎
側
の
斉
衰
・
大
功
の
喪
に
拠
っ
て
（
記
さ
れ
て
）

い
る
。
新
婦
側
の
斉
衰
・
大
功
の
喪
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
皇
侃
は
、
「
新
婦

は
（
実
家
に
）
戻
り
帰
ら
ず
、
そ
の
服
を
改
め
て
（
新
郎
の
家
に
設
け
ら
れ
た

喪
の
）
位
に
即
く
の
は
、
新
郎
側
の
親
族
（
の
喪
）
に
対
す
る
の
と
同
じ
で
あ

礼記注疏訳注稿（十一）―曾子問第七（五）―（末永）
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る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
経
で
は
喪
（
に
服
す
る
対
象
）
を
見
る
前
に
服
を

改
め
て
い
る
が
、
（
『
礼
記
』
）
奔
喪
礼
注
で
は
、
「
喪
（
に
服
す
る
対
象
）
を

見
な
け
れ
ば
服
を
改
め
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
）
崔

霊
恩
（
『
三
礼
義
宗
』
）
は
、
「
奔
喪
で
喪
（
に
服
す
る
対
象
）
を
見
な
け
れ
ば

服
を
改
め
な
い
と
い
う
の
は
、
素
冠
を
改
め
て
免
を
著
け
る
（
小
斂
後
の
変
服

の
）
こ
と
を
し
な
い
の
を
言
う
の
に
対
し
、（
こ
こ
で
）
そ
の
吉
服
を
改
め
て
、

布
の
深
衣
・
素
冠
を
著
け
る
と
い
う
の
は
、
喪
の
こ
と
を
聞
け
ば
即
時
に
（
こ

の
服
に
）
改
め
る
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
七
葉
表
五
行
）

○
正
義
曰
、
上
文
云
、
女
聞
壻
之
父
母
喪
、
在
塗
即
改
服
。
今
女
聞
壻
齊
衰
大

功
之
喪
、
入
門
始
改
服
、
故
云
、
不
聞
喪
即
改
服
者
。
昏
禮
重
於
齊
衰
以
下
者
、

按
禮
運
云
、
三
年
之
喪
與
新
有
昏
者
、
期
不
使
。
又
王
制
云
、
齊
衰
大
功
、
三

月
不
從
政
。
是
昏
禮
重
於
齊
衰
以
下
也
。
此
謂
在
塗
聞
齊
衰
大
功
、
廢
昏
禮
。

若
婦
已
揖
讓
入
門
、
内
喪
則
廢
、
外
喪
則
行
昏
禮
、
約
上
冠
禮
之
文
、
此
熊
氏

之
説
。
然
昏
禮
重
於
冠
、
故
雜
記
云
、
大
功
之
末
、
可
以
冠
子
。
小
功
之
末
、

可
以
取
妻
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
上
文
に
云
ふ
、
女
、
壻
の
父
母
の
喪
を
聞
か
ば
、
塗
に
在
り

て
即
ち
服
を
改
む
、
と
。
今
女
、
壻
の
斉
衰
大
功
の
喪
を
聞
き
て
、
門
に
入
り

て
始
め
て
服
を
改
む
、
故
に
、
「
喪
を
聞
き
て
即
ち
服
を
改
め
ざ
る
は
」
と
云

ふ
。
「
昏
礼
は
斉
衰
以
下
よ
り
重
し
」
と
は
、
按
ず
る
に
礼
運
に
云
ふ
、
「
三

年
の
喪
と
新
た
に
昏
有
る
者
は
、
期
、
使
は
ず
」
と
①
。
又
た
王
制
に
云
ふ
、

「
斉
衰
大
功
、
三
月
政
に
従
は
ず
」
と
②
。
是
れ
昏
礼
は
斉
衰
以
下
よ
り
重
き

な
り
。
此
れ
塗
に
在
り
て
斉
衰
大
功
を
聞
か
ば
、
昏
礼
を
廃
す
る
を
謂
ふ
。
若

し
婦
已
に
揖
譲
し
て
③
門
に
入
ら
ば
、
内
喪
は
則
ち
廃
し
、
外
喪
は
則
ち
昏
礼

を
行
ふ
は
、
上
の
冠
礼
の
文
④
を
約
す
。
此
れ
熊
氏
の
説
な
り
。
然
れ
ど
も
昏

礼
は
冠
よ
り
重
し
、
故
に
雑
記
に
云
ふ
、「
大
功
の
末
、
以
て
子
に
冠
す
べ
し
。

小
功
の
末
、
以
て
妻
を
取
る
べ
し
」
と
⑤
。

①
『
礼
記
』
礼
運

21-20a

「
故
仕
於
公
曰
臣
、
仕
於
家
曰
僕
。
三
年
之

喪
與
新
有
昏
者
、
期
不
使
。
」

②
『
礼
記
』
王
制

13-21a

「
父
母
之
喪
、
三
年
不
從
政
。
齊
衰
大
功
之

喪
、
三
月
不
從
政
。
」

③
『
儀
礼
』
士
昏
礼5-4b

に
は
「
婦
至
。
主
人
（
＝
壻
）
揖
婦
以
入
。

及
寢
門
揖
入
。
升
自
西
階
」
と
あ
る
の
み
で
「
壻
」
は
揖
す
る
が
、「
婦
」

が
揖
す
る
こ
と
は
記
さ
れ
ず
、
「
譲
」
に
つ
い
て
も
記
載
は
な
い
。

④
『
礼
記
』
曾
子
問18-9b

「
曾
子
問
曰
、
將
冠
子
、
冠
者
至
、
揖
讓
而

入
、
聞
齊
衰
大
功
之
喪
、
如
之
何
。
（
注9b6

：
冠
者
、
賓
及
贊
者
。
）
孔

子
曰
、
内
喪
則
廢
、
外
喪
則
冠
而
不
醴
、
徹
饌
而
埽
、
即
位
而
哭
。
」

⑤
上
の
経
文
に
対
す
る
疏
の
注
①
参
照
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
上
文
で
は
、
「
新
婦
は
、
新
郎
の
父
母
の
喪
を
聞
け
ば
、
（
新

郎
の
家
に
向
か
う
）
途
上
で
す
ぐ
に
服
を
改
め
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

今
こ
こ
で
は
、
新
婦
は
、
新
郎
の
斉
衰
・
大
功
の
喪
を
聞
い
て
（
た
だ
ち
に
服

を
改
め
ず
）
、
（
新
郎
の
家
の
）
門
に
入
っ
て
は
じ
め
て
服
を
改
め
て
い
る
。

だ
か
ら
、
「
喪
を
聞
き
て
即
ち
服
を
改
め
ざ
る
は
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
「
昏
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礼
は
斉
衰
以
下
よ
り
重
し
」
と
は
、
思
う
に
（
『
礼
記
』
）
礼
運
に
「
（
臣
下
と

家
僕
で
）
三
年
の
喪
に
服
す
る
も
の
と
新
婚
の
者
に
つ
い
て
は
、
一
年
間
使
役

し
な
い
」
と
言
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
ま
た
（
『
礼
記
』
）
王
制
で
は
、
「
斉
衰
・

大
功
の
喪
に
服
す
る
者
は
、
三
か
月
間
政
務
に
就
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
か

ら
、
婚
礼
が
斉
衰
以
下
よ
り
重
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
経
文
は

（
新
婦
が
新
郎
の
家
に
向
か
う
）
途
上
で
斉
衰
・
大
功
の
喪
を
聞
け
ば
、
婚
礼

を
中
止
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
も
し
新
婦
が
す
で
に
揖
譲
し
て
（
新
郎
の

家
の
）
門
に
入
っ
（
て
こ
れ
ら
の
喪
を
聞
い
）
た
場
合
は
、
（
同
じ
門
内
の
）

内
喪
で
あ
れ
ば
（
婚
礼
を
）
中
止
し
、
（
門
外
の
）
外
喪
で
あ
れ
ば
は
婚
礼
を

行
う
と
い
う
の
は
、
上
の
冠
礼
に
関
す
る
の
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
熊
安
生
の
説
で
あ
る
。
で
は
あ
る
が
婚
礼
は
冠
礼
よ
り
重
い
も
の
で
あ
っ
て
、

だ
か
ら
（
『
礼
記
』
）
雑
記
で
は
、
「
大
功
の
末
に
な
れ
ば
、
子
へ
の
冠
礼
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
（
が
、
子
に
妻
を
娶
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
。
小
功
の

末
に
な
れ
ば
、
子
に
妻
を
娶
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

【
経
】
（
十
六
葉
裏
五
行
）

曾
子
問
曰
、
除
喪
則
不
復
昏
禮
乎
。

［
書
き
下
し
文
］

曾
子
問
ひ
て
曰
く
、
喪
を
除
か
ば
則
ち
復
た
昏
礼
せ
ざ
る
か
、
と
。

［
現
代
語
訳
］

曾
子
が
質
問
し
て
言
っ
た
、
喪
が
あ
け
れ
ば
（
中
止
に
な
っ
た
）
婚
礼
を
改
め

て
行
わ
な
い
の
で
す
か
。

【
注
】
（
十
六
葉
裏
六
行
）

復
、
猶
償
也
。

［
書
き
下
し
文
］

復
は
、
猶
ほ
償
の
ご
と
し
。

［
現
代
語
訳
］

「
復
」
は
、
「
償
」
（
つ
ぐ
な
い
／
埋
め
合
わ
せ
）
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
七
葉
裏
八
行
）

○
正
義
曰
、
復
是
反
覆
之
義
、
故
爲
償
也
。
曾
子
以
初
昏
遭
喪
、
不
得
成
禮
。

除
喪
之
後
、
豈
不
酬
償
、
更
爲
昏
禮
乎
。

［
書
き
下
し
文
］

○
正
義
に
曰
く
、
復
は
是
れ
反
覆
の
義
、
故
に
償
と
為
す
な
り
。
曾
子
以
（
お

も
）
へ
ら
く
初
め
昏
に
喪
に
遭
ひ
、
礼
を
成
す
を
得
ず
。
喪
を
除
き
て
の
後
、

豈
に
酬
償
し
て
、
更
に
昏
礼
を
為
さ
ざ
る
か
、
と
。

［
現
代
語
訳
］

○
正
義
に
曰
く
、
「
復
」
に
は
反
復
の
意
味
が
あ
る
、
だ
か
ら
（
改
め
て
行
っ

て
）
「
償
」
（
埋
め
合
わ
せ
る
）
と
注
釈
し
た
の
だ
。
曾
子
は
、
婚
礼
の
当
初

に
喪
に
遭
遇
し
、
婚
礼
を
完
遂
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
喪
が
あ
け

て
か
ら
、
そ
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
、
改
め
て
婚
礼
を
行
う
の
だ
ろ
う
か
、
と

考
え
た
の
で
あ
る
。

【
経
】
（
十
六
葉
裏
六
行
）

孔
子
曰
、
祭
過
時
不
祭
、
禮
也
。
又
何
反
於
初
。

礼記注疏訳注稿（十一）―曾子問第七（五）―（末永）



62

［
書
き
下
し
文
］

孔
子
曰
く
、
祭
、
時
を
過
ぎ
て
祭
ら
ざ
る
は
、
礼
な
り
①
。
又
た
何
ぞ
初
め
に

反
ら
ん
、
と
。

①
下
文19-5a

に
も
「
曾
子
曰
、
父
母
之
喪
、
弗
除
可
乎
。
孔
子
曰
、
先

王
制
禮
、
過
時
弗
舉
、
禮
也
。
非
弗
能
勿
除
也
、
患
其
過
於
制
也
。
故

君
子
過
時
不
祭
、
禮
也
。
（
注5a8

：
言
制
禮
以
爲
民
中
、
過
其
時
則
不

成
禮
。
）
」
と
見
え
て
い
る
。

［
現
代
語
訳
］

孔
子
は
言
わ
れ
た
、
（
祖
先
を
祀
る
四
時
の
）
祭
礼
に
お
い
て
も
、
そ
の
時
を

過
ぎ
れ
ば
祭
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
礼
の
規
定
だ
。
（
婚
礼
に
つ
い
て
）
ま
た

ど
う
し
て
初
め
に
も
ど
し
て
行
っ
た
り
し
よ
う
か
。

【
注
】
（
十
六
葉
裏
七
行
）

重
喩
輕
也
。
同
牢
及
饋
饗
、
相
飲
食
之
道
。

［
書
き
下
し
文
］

重
き
も
て
軽
き
を
喩
（
あ
き
ら
か
に
）
す
る
な
り
。
同
牢
及
び
饋
饗
は
、
相
ひ

飲
食
す
る
の
道
な
り
。

［
現
代
語
訳
］

重
い
も
の
に
よ
っ
て
軽
い
も
の
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
。
（
新
郎
・
新
婦
が
飲

食
を
共
に
す
る
）
同
牢
及
び
（
舅
姑
と
新
婦
に
よ
る
）
饋
饗
は
、
互
い
に
飲
食

を
行
う
も
の
（
で
祭
礼
よ
り
も
軽
い
の
）
だ
。

【
疏
】
（
十
七
葉
表
九
行
）

○
孔
子
曰
、
祭
過
時
不
祭
、
禮
也
、
又
何
反
於
初
、
過
時
不
祭
、
謂
四
時
常
祭

也
。
謂
祭
重
而
昏
輕
、
重
者
過
時
尚
廢
、
輕
者
不
復
可
知
。
熊
氏
云
、
若
喪
祭

及
禘
祫
祭
、
雖
過
時
猶
追
而
祭
之
、
故
禘
祫
志
云
、
昭
十
一
年
齊
歸
薨
、
十
三

年
會
于
平
丘
、
冬
公
如
晉
、
不
得
祫
、
至
十
四
年
、
乃
追
而
祫
之
、
十
五
年
乃

禘
也
。
又
僖
公
八
年
春
當
禘
、
以
正
月
會
王
人
于
洮
、
故
七
月
而
禘
。
故
雜
記

云
、
三
年
之
喪
既
顈
、
其
練
祥
皆
行
、
是
追
行
前
練
祥
祭
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○
「
孔
子
曰
く
、
祭
、
時
を
過
ぎ
て
祭
ら
ざ
る
は
、
礼
な
り
。
又
た
何
ぞ
初
め

に
反
ら
ん
」
は
、
時
を
過
ぎ
て
祭
ら
ざ
る
は
、
四
時
の
常
祭
を
謂
ふ
な
り
。
謂

（
お
も
）
へ
ら
く
祭
は
重
く
し
て
昏
は
軽
し
、
重
き
者
時
を
過
ぐ
れ
ば
尚
ほ
廃

す
、
軽
き
者
復
た
せ
ざ
る
こ
と
知
る
べ
し
。
熊
氏
云
ふ
、
「
喪
祭
及
び
禘
祫
の

祭
の
若
き
は
、
時
を
過
ぐ
と
雖
も
猶
ほ
追
ひ
て
之
を
祭
る
、
故
に
禘
祫
志
に
云

ふ
①
、
「
昭
十
一
年
に
斉
帰
薨
じ
②
、
十
三
年
に
平
丘
に
会
し
、
冬
公
晋
に
如

き
て
③
、
祫
す
る
を
得
ず
、
十
四
年
に
至
り
て
、
乃
ち
追
ひ
て
之
を
祫
し
④
、

十
五
年
に
乃
ち
禘
す
る
な
り
⑤
。
又
た
僖
公
八
年
春
当
に
禘
す
べ
き
に
、
正
月

に
王
人
に
洮
に
会
す
る
を
以
て
⑥
、
故
に
七
月
に
し
て
禘
す
⑦
」
と
。
故
に
雑

記
に
云
ふ
、
「
三
年
の
喪
既
に
顈
し
て
、
其
の
練
祥
皆
な
行
ふ
」
と
、
是
れ
追

ひ
て
前
き
の
練
祥
の
祭
を
行
ふ
な
り
」
と
⑦
。

①
ま
た
『
詩
』
商
頌
・
玄
鳥
序

20.3-12b

「
玄
鳥
祀
高
宗
也
」
疏13b5

引
く
『
魯
礼
禘
祫
志
』
参
照
。
鄭
玄
は
、『
周
礼
』
春
官
・
大
宗
伯
注18-8b8

に
「
魯
禮
、
三
年
喪
畢
、
而
祫
於
大
祖
。
明
年
春
、
禘
於
羣
廟
。
自
爾

以
後
、
率
五
年
而
再
殷
祭
、
一
祫
一
禘
」
（
『
礼
記
』
王
制
注12-18b2

ほ

ぼ
同
じ
）
と
言
う
よ
う
に
、
三
年
の
喪
を
終
え
て
祫
祭
を
行
い
、
そ
の
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翌
年
春
に
禘
祭
を
行
い
、
以
後
、
五
年
ご
と
に
（
と
は
い
え
、
玄
鳥
序

疏
引
く
『
禘
祫
志
』
に
よ
れ
ば
、
二
回
目
の
祫
祭
は
最
初
の
禘
祭
の
三

年
後
と
な
る
が
）
両
祭
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、

僖
公
を
礼
に
取
る
な
ら
ば
、
父
閔
公
の
喪
を
終
え
た
僖
公
二
年
に
祫
祭
、

三
年
に
禘
祭
、
六
年
に
祫
祭
、
八
年
に
禘
祭
、
十
一
年
に
祫
祭
、
十
三

年
に
禘
祭
が
行
わ
れ
る
形
に
な
る
。
祫
祭
に
つ
い
て
は
、『
春
秋
公
羊
伝
』

文
公
二
年

13-6a
「
大
祫
者
何
。
合
祭
也
。
其
合
祭
奈
何
。
毀
廟
之
主
、

陳
于
大
祖
。
未
毀
廟
之
主
、
皆
升
、
合
食
于
大
祖
。
五
年
而
再
殷
祭
」

参
照
。『
詩
』
周
頌
・
雝
序
箋19.3-9a1

が
「
禘
、
大
祭
也
。
大
於
四
時
、

而
小
於
祫
」
と
言
う
よ
う
に
、
鄭
玄
は
禘
祭
よ
り
も
祫
祭
の
方
が
盛
大

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
上
の
大
宗
伯
注
で
も
「
祫
於
大
祖
」
に
対
し

「
禘
於
羣
廟
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
で
の
禘

祭
は
『
礼
記
』
大
伝34-1a

に
「
禮
、
不
王
不
禘
」
と
言
わ
れ
、
同
注
な

ど
で
鄭
玄
が
王
者
の
祖
先
で
あ
る
感
生
帝
を
祀
る
も
の
と
解
す
る
禘
祭

と
は
異
な
る
。

②
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
一
年
経

45-17a

「
九
月
已
亥
、
葬
我
小
君

齊
歸
。
」
『
公
羊
伝
』23-17b

「
齊
歸
者
何
、
昭
公
之
母
也
。
」

③
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
三
年
経46-2a

「
秋
、
公
會
劉
子
、
晉
侯
、

齊
侯
、
宋
公
、
衞
侯
、
鄭
伯
、
曹
伯
、
莒
子
、
邾
子
、
滕
子
、
薛
伯
、

杞
伯
、
小
邾
子
于
平
丘
。
…3a

冬
…
公
如
晉
、
至
河
乃
復
。
」

④
た
だ
し
『
春
秋
』
の
経
お
よ
び
三
伝
に
は
昭
公
十
四
年
に
祫
祭
し
た

記
事
は
見
え
な
い
。

⑤
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
十
五
年
経47-6b

「
二
月
癸
酉
、
有
事
于
武
宮
。

籥
入
、
叔
弓
卒
、
去
樂
卒
事
。
」
伝

47-7b

「
春
、
將
禘
于
武
公
、
戒
百

官
。
梓
慎
曰
、
禘
之
日
、
其
有
咎
乎
。
吾
見
赤
墨
之
祲
、
非
祭
祥
也
、

喪
氛
也
。
其
在
涖
事
乎
。
二
月
癸
酉
、
禘
。
叔
弓
涖
事
、
籥
入
而
卒
。

去
樂
卒
事
、
禮
也
。
」

⑥
『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
八
年
経13-5a

「
經
八
年
、
春
王
正
月
、
公
會

王
人
、
齊
侯
、
宋
公
、
衞
侯
、
許
男
、
曹
伯
、
陳
世
子
款
、
盟
于
洮
。
」

⑦
『
礼
記
』
雑
記
下42-1a

「
如
三
年
之
喪
、
則
既
顈
、
其
練
祥
皆
同
。
」

注

1a10

「
言
今
之
喪
既
服
顈
、
乃
爲
前
三
年
者
、
變
除
而
練
祥
祭
也
。

…
顈
、
草
名
。
無
葛
之
鄉
、
去
麻
則
用
顈
。
」
三
年
の
喪
が
重
複
し
た
場

合
、
後
の
喪
に
対
し
て
卒
哭
し
て
、
麻
か
ら
葛
（
ま
た
は
顈
）
に
喪
服

を
変
え
た
な
ら
ば
、
前
の
喪
に
対
す
る
「
練
」
（
＝
小
祥
）
「
祥
」
（
＝
大

祥
）
の
祭
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
言
う
。
よ
っ
て
、
後
の
喪
の

卒
哭
以
前
に
前
の
喪
の
「
練
」
「
祥
」
の
期
日
が
来
た
場
合
は
、
そ
の
祭

を
暫
時
行
わ
ず
、
後
の
喪
の
卒
哭
の
後
に
改
め
て
行
う
こ
と
に
な
る
。

［
現
代
語
訳
］

○
「
孔
子
曰
く
、
祭
、
時
を
過
ぎ
て
祭
ら
ざ
る
は
、
礼
な
り
。
又
た
何
ぞ
初
め

に
反
ら
ん
」
と
は
、
こ
こ
で
「
時
を
過
ぎ
て
祭
ら
ず
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、（
祖

先
を
祀
る
）
四
時
の
常
祭
に
つ
い
て
言
う
の
だ
。
思
う
に
（
祖
先
へ
の
）
祭
祀

の
重
き
に
比
し
て
婚
礼
は
軽
い
の
で
あ
っ
て
、
重
い
も
の
で
さ
え
（
そ
れ
を
行

う
べ
き
）
時
を
過
ぎ
れ
ば
廃
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
軽
い
も
の
を
改
め
て
行
わ
な

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
。
熊
安
生
は
、
「
喪
祭
や
禘
祭
・
祫
祭
な
ど
に
つ
い

て
は
、
（
そ
れ
を
行
う
べ
き
）
時
を
過
ぎ
た
と
し
て
も
な
お
改
め
て
そ
れ
を
祭

る
の
だ
。
だ
か
ら
『
魯
礼
禘
祫
志
』
で
は
、「
昭
公
十
一
年
に
（
昭
公
の
母
の
）

斉
帰
が
亡
く
な
り
、
十
三
年
に
（
祫
祭
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
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あ
る
が
、
こ
の
歳
は
昭
公
が
）
平
丘
に
会
同
し
、
冬
に
昭
公
は
晋
に
行
っ
て
、

祫
祭
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
十
四
年
に
至
っ
て
、
そ
こ
で
改
め
て
祫
祭
を
行

い
、
（
前
年
の
春
に
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
）
禘
祭
を
十
五
年
に
よ
う
や
く
行
っ

て
い
る
。
ま
た
僖
公
八
年
の
春
に
禘
祭
を
行
う
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
正
月
に

（
僖
公
が
）
王
人
と
洮
で
会
同
し
（
て
そ
れ
を
行
え
な
か
っ
）
た
の
で
、
七
月

に
禘
祭
を
行
っ
た
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
（
『
礼
記
』
）
雑
記
に
、
「
（
後

の
）
三
年
の
喪
が
す
で
に
（
卒
哭
を
終
え
て
、
喪
服
を
麻
か
ら
）
顈
に
替
え
て

か
ら
、
（
先
延
ば
し
に
し
て
い
た
）
先
の
三
年
の
喪
に
対
す
る
「
練
」
「
祥
」

の
祭
を
行
う
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
の
（
三
年
の
喪
に
対
す
る
）「
練
」

「
祥
」
の
祭
を
改
め
て
行
う
と
い
う
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。

【
疏
（
注
に
対
す
る
）
】
（
十
七
葉
裏
二
行
）

○

正
義
曰
、
祭
祀
是
奉
事
鬼
神
、
故
爲
重
。
昏
禮
是
生
人
燕
飲
、
故
爲
輕
。

喩
、
明
也
。
據
重
者
尚
廢
、
以
明
輕
者
廢
可
知
也
。
故
云
、
重
喩
輕
也
。

［
書
き
下
し
文
］

○

正
義
に
曰
く
、
祭
祀
は
是
れ
鬼
神
に
奉
事
す
、
故
に
重
し
と
為
す
。
昏
礼

は
是
れ
生
人
燕
飲
す
、
故
に
軽
し
と
為
す
。
喩
は
、
明
な
り
。
重
き
者
す
ら
尚

ほ
廃
す
る
に
拠
り
て
、
以
て
軽
き
者
廃
す
る
こ
と
知
る
べ
き
を
明
ら
か
に
す
。

故
に
、
「
重
き
も
て
軽
き
を
喩
（
あ
き
ら
か
に
）
す
」
と
云
ふ
。

［
現
代
語
訳
］

○

正
義
に
曰
く
、
祭
祀
は
（
祖
先
の
）
鬼
神
に
つ
か
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

「
重
い
」
と
す
る
の
だ
。
婚
礼
に
お
い
て
は
生
き
た
人
々
が
飲
食
を
す
る
か
ら
、

「
軽
い
」
と
す
る
の
だ
。
「
喩
」
は
、
「
明
」
（
あ
き
ら
か
に
す
る
）
の
意
味
。

重
い
も
の
で
さ
え
廃
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
軽
い
も
の
は
（
な
お
さ
ら
）

廃
す
る
と
知
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
「
重
き
も
て
軽

き
を
喩
す
」
と
言
う
の
だ
。

（
付
記
）
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
１
７
Ｋ
０
２
２
０
６
に
よ
る
成
果
の
一

部
で
あ
る
。
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